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◄ 写真① 623号
朱指判寸法（タテ xョコ） （cm) 
左2.8X 1.5 右2.8X 1.9 

◄ 写真③ 632号
朱指判寸法 （タテxヨコ） （cm) 
左1.6X 1.6 右1.6X 1.7 

◄ 写真④ 628号
朱指判寸法（タテ Xヨコ） （cm) 
左1.6X 1.6 右1.7X1.6
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◄ 写真⑤ 651号
朱指判寸法（タテ xョコ） （cm) 
左2.2X1.7 右2.3X 1.5 

松
剥
鼻
兄

◄ 写真⑰ 685号
朱指判寸法（タテ xョコ） （cm) 
左1.3X 1.3 右1.3X 1.0 

，，写真萩原起請文

金春流中村家文書42号
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翠〕 表 し出され

番号
史料番号

年月日 身分 差出人 宛先 内容
神文の

神文文言 化れ1:I 印・判 備考 出典
・史料名 型

① 623 寛文8年 1668 大名 鍋島光茂 兼連 神道伝授 御於相照違覧者之所、也両神、殊仁波氏神
有 朱指判 肥前佐賀藩 国a 

2月19日 f乃如件、

② 624 寛文 1668 大名 鍋島光茂 不明 神道伝授 a 於相違者、両神殊仁波氏神 有 無 肥前佐賀藩 国

2月19日 御照覧之所也、 f)）如件、

③ 632 延宝元年 1673 大名 鍋 兼連 神道伝授 a 於昭相嘗背ク者虚 両神殊者氏神御 有 朱指判 肥前佐賀藩 国

12月21日 f乃起請如件、

④ 628 延宝3年 1675 大名 鍋島綱茂 兼連 和歌三神伝授 a 於相背者、也~、伯,-,ル定．名―-―-V 9 9•9 9,,；; 有 朱指判 肥前佐賀藩 国

12月 照覧之虞 、

⑤ 651 延宝3年 1675 大名 鍋島綱茂 兼連 八雲神詠 a 於相背者、 神tn'殊＋者氏神I止 御 有 朱指判 肥前佐賀藩 国

12月 照覧之虞也、い心叩7-Hll、

R 627 元禄5年 1692 鍋島光茂 兼連 吉田家代々の その他 於偽者、日本之大小神祇殊 有 無 史料表題は 国

4月 記録・秘伝等 氏神罰可罷蒙、 1乃誓状如 （「墨判」） 9覚」で誓詞は

I 
について他言 件、 写として記録3

しない 肥前佐賀藩

⑦ 799 宝永4年 1707 大名 加藤泰常 兼連 翁伝授 その他 神明之照覧虞候、 1乃誓紙如 有 無 伊予大洲藩 匡

12月1日 件、

⑧ 630 正徳4年 l714 大名 牧野忠辰 兼連 八雲神詠相伝 その他
若罰於者相也違、者1乃、神可文蒙如件氏神、之御

有 無 越後長岡藩 国

11月7日

⑨ 吉81-256享保5年 1720 大名 相馬昌胤 兼連 八雲神詠相伝 その他 若於令違背者、天神地祇可 有 無 陸奥中村藩 天

3月 被遂御 者也、｛乃神文如

件、

⑩ 647 享保6年 172] 大名 水野勝政 兼連 十八神道相伝 C 若於令違背者、可蒙天神地 有 無 下総結城藩

5月7日 祇、殊仁波氏神御罰、初誓

紙如件、

⑪ 654 旱保20年 1735 大名 籐堂高治 兼雄 翁大事相伝 C 若違約者、可蒙天神地祇、 有 無 伊勢津藩 国

5月3日 殊仁波氏神之御薗l、{})誓約
如件、

⑫ 吉4644 元文4年 1739 大名 榊原政客 兼雄 翁大事相伝 C 若令違背者、可蒙天神地 有 無 播磨姫路藩 天

4月 祇、殊仁波氏神之御罰者

也、｛乃誓約如件、



写芸心悩翌豆王如

J3i 641 寛保元年 1741 大名 松平忠刻 兼雄 翁大巾柑伝 C 芯令違背者、 III蒙犬神地 有 無 肥前島原藩 国
4月18ll 祇、殊「波氏神之御罰者

也、 1乃晋約如件、
] 1 l 629 宝暦4年 1754 大名 洒井忠寮 簾雄 「八神通行法 b 若於違約者、可蒙犬神地祇 有 無 出羽鶴両藩 固

4月11B 伝授 之御罰候、｛乃哲約如件、
15 625 宝暦9年 1759 大名 松平武元 兼雄 十八神道行法 b 若於違約者、可蒙犬神地祇 有 無 上野館林藩 国

11月22n 伝授 之御冊候、イ乃摺約如件、
l6 626 宝暦9年 1759 人名 酒井忠寄 兼雄 宗源行法伝授 b 若於違約者、可蒙天神地祇 有 無 出羽鶴岡藩 国

11月6日 之御罰候、 1乃誓約如件、
{，‘l ;-;. I ~/ 634 宝暦10年 1760 大名 酒井忠寄 兼雄 大護摩行法伝 b 若於違約者、可蒙天神地祇 有 無 出羽鶴岡藩 国

5月 授 之御罰候、｛乃誓約如件、
⑲ 785 安永10年 1781 大名 大村純鎖 兼雄 翁大事相伝 C 若違約者、可蒙天神地祇殊 有 無 肥前大村藩 国

3月25日 仁波氏神之御罰、 1乃誓約如
件、

, ／＼  1-9＼ ! 653 文化5年 1808 大名家臣 安井庄右衛門 吉田役人 翁大事相伝 C 於相背者、天神地祇殊二者 有 黒印 藤堂家家臣 国
8月 中 氏神之可蒙御罰候、｛乃而為

後證神文如件、
⑳ 711 延宝5年 1677 公家 万里小路淳房兼：連 陰賜行儀伝授 その他 且奉任天神地祇證明候、 無 無 正四位上参議 国

5月
（29、ー-1/、，’ 656 立保5年 1720 公家 ll野資時 兼連 十八神直行法 d 背者、可漏祖神鍾愛候也、 無 無 正四位上右大 国

9月20日 柑伝 弁
2: 781 享保6年 1721 公家 風吊公長 兼連 1-八神道行事 d 令違約者、 UR漏祖神鍾愛、 無 無 従＝位前参議 国

5月7H f乃早誓状突、
23 650 享保6年 1721 公家 萩原兼武 康連 りCL•八神道 その他 若違約者、可蒙吉田大明神 無 無 従四位上 国

8月13H 行法 之罰、伯誓約如件、

叫 783 享保6年 1721 公家 風早公長 兼連 宗源行れ d 令違約、可漏祖神鈍愛、 f乃 無 無 従二位前参議 国
8月16fl 誓書如件、

芦 784 喫保6年 1721 公家 風吊実積 廉連 十八神道行巾 d 令迩約者、 III漏祖神鍾愛、 無 無 正[1_g位ド 国
9月6H 1乃里誓状突、

126• 782 が保8年 1723 公家 坊城俊将 兼連 十八神道伝授 その他 ｛乃誓約之状如件 無 無 正五位7: 国
4月26LI 
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(j_t, 652 享保20年 1735 公家 穂波晴宣 兼雄 1-八神道行法 その他 打於違約者、 "J蒙天神地 無 無 止::．位． 国

4月29n 伝授 祇、殊i-．波祖神之御罰候
也、 {Jj誓約如件、

器 635 寛延4年 1751 公家 錦織従久 兼雄 当流神道相伝 e 宜任天神地祇八百萬神之照 無 無 正--：位 国

9月14B 覧者盟誓如件、

⑳ 638 寛延4年 1751 公家 藤谷為香 兼雄 当流神道相伝 e 宜任天神地祇八百萬神之照 無 無 正二位 国

9月14日 覧者盟賀如件、

⑳ 636 寛延4年 1751 公家 萩原兼武 兼雄 当流神道相伝 e 宜任天神地祇八百萬神之照 無 無 従ご^ 位 国

9月14日 覧者盟誓如件、

⑱ 640 寛延4年 1751 公家 萩原兼領 兼雄 当流神道相伝 e 宜任犬神地祇八百萬神之照 無 無 従三位 国

9月14B 覧者盟誓如件、

⑫ 吉61-17 寛文5年 1665 吉田家臣 大角左平太・ なし 吉田兼連への f 右之条々雖為ー事於致違犯 有 無 天

12月29日 鈴鹿内膳・鈴 忠誠 者、蒙天神地祇殊仁波神祇

鹿石見守 官斉場所吉田社之御罰可申

候、俯誓紙如件、

⑬ 吉61-17 寛文11年 1671 吉田家臣 鈴鹿連直 鈴鹿采女 兼従から受け f 若於違背は可蒙天神地祇殊 有 無 犬

5月25日 ・大角主 た秘伝はL]外 iて波吉田社之神罰者也、｛乃
水 しない 誓紙之旨如件、

⑭ 505 早保16年 1731 吉田家臣 ト部兼久 なし 諸事伝授 その他 若此旨於令違背者n［奉任神 有 無 従五位ド・ 同

11月20日 明之照覧俯而神文如件、 吉田社ネ爾宜

⑮ 689 元文2年 1737 吉田家臣 松岡雄淵 鈴鹿豊後 学頭就任 その他 自哲r神明欲献赤心突、 有 無 神祇官学校頭 l上l

2月1H 守・鈴鹿

周防守・

鈴鹿筑Hij

守

36 753 元文5年 1740 吉田家匝 上田腿lj 大角iこ社 斎場所内陣の その他 於令違背者、＂［蒙犬神地祇 無 黒印 斎場所修理 国

11月18□ •鈴鹿 l村 様子は［］外し 殊仁波産神之御罰者也、 {J}

膳・鈴鹿 ない 神文女0件、

嘉内

⑬ 685 延享元年 1744 吉田家臣 松岡雄淵 なし 占田家代々の その他 若於令違背者、可蒙天神地 有 朱指判 国

9月4H 記録・秘伝等 祇殊仁波熱田大神宮之御罰

について他』 者也、 1乃而神文如件、
しない



38! 690 宝ltf4年 1754 討ru家臣 中臣正治 なし 'liしたものに その他 四所）、ゞ明神之神罰冥罰各可 無 無 宜命害 国
5月 ついて他ばし 蒙者也、

ない
193――9 、691 文久2年 1862 占田家臣 lll111笑濃介 家老中 勧請物調進御 その他 若於違背者、可奉蒙神祇之 有 無 国

8月51::l 内之儀伝授 御罰候、依Ini誓状如件、
⑭ 「翁大事 明和9年 1772 能役者 観枇元章 吉川役人 翁大事相伝 C 若於令相違者、可蒙犬神地 無 判 翁
御柑伝人 8月3日 中 祇殊仁波氏神之御罰、｛乃齊
数書」 約之状如件、

(,4-cc-, _! 「宮沢安 寛政6年 1794 神主 国虐某名乗 松岡雄淵 神道柑伝 その他 於相背者、 H本大小神祇之 有 無 誓詞雛形 神
通上京日 3月26日 御罰可柑蒙者也、
記」

⑫ 「享和元 享和元年 1801 神主 岡野左近大夫 本所役人 陰陽行儀井数 その他 若於違背者蒙天神地祇．殊 無 印 橋
年藤原吉 2月 中 箇条相伝 仁波大虫大明神之御罰者
伴継目上 也、初而神文如件、
京記」

4 、‘ヘ-3 ’ 吉46-45 文政9年 1826 能役者 観世清長 吉田役人 翁大事相伝 C 於違背者、天神地祇．殊仁 有 黒印 天
7月23日 中 波氏神之可蒙御罰候、俯為

後證神文如件、

⑭ 633 宝暦10年 1760 その他 菅原氏女 なし 十八神道行法 b 若於違約者、可蒙犬神地祇 無 朱印 国
5月 伝授 之御罰候、｛乃誓約如件、

⑮ 639 寛延4年 1751 その他 貨年 鈴鹿周防 当流神道相伝 f 宜任天神地祇八百萬神之照 無 拇印 国
10月19日 守 覧者盟誓如件、

i,46 637 宝暦5年 1755 その他 貨榮 兼雄 ％流神道相伝 f 宜任犬神地祇八百萬神之照 無 無 国
5月2日 覧者盟賀如件、

写
茫
い
悩
索
豆
三
如

[it] ［玉l・・・國學院大永図書館所蔵吉i11神道関係近枇文月：

犬・・・犬理大学附属天理図甚館）所蔵吉田文庫

翁・・天野文雄『翁猿楽研究』（和呆書院・ 1995年）

神・・・『神道大系論説編九卜部神道（ド）』（神道大系編纂会編・ 1991年）

橋•••橋本政宜「吉川神道伝受の上点 H 記」（『國卑院雑誌第 104 巻第 11 号』・ 2003 年）

U
E
 



38 

玉
宝
印
な
ど
の
護
符
に
書
か
れ
た
も
の
は
一
通
も
無
か
っ
た
。

表
に
あ
げ
た
誓
詞
の
う
ち
吉
田
家
家
臣
が
提
出
し
た
誓
詞
（
⑫
ー
⑳
）
は
、
宜
命
書
で
書
か
れ
て
い
た
り
（
⑱
)
、
神
文
に
勧
請
さ
れ
て

い
る
神
名
が
豊
富
で
あ
る
な
ど
、
書
式
が
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
。
吉
田
家
に
出
さ
れ
た
誓
詞
は
、
差
出
人
の
身
分
ご
と
に
書
式
が

ゆ
る
や
か
に
せ
よ
定
ま
っ
て
い
た
傾
向
が
あ
る
な
か
で
、
吉
田
家
家
臣
の
却
言
詞
は
圃
一
的
で
は
な
い
た
め
、
個
々
の
自
由
裁
羅
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
差
出
人
と
書
式
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
で
改
め
て
触
れ
る
。

続
い
て
計
五
通
に
捺
さ
れ
た
朱
指
判
の
概
要
を
見
て
い
こ
う
。
朱
指
判
の
捺
さ
れ
た
五
通
（
①
③
④
⑤
⑫
）
は
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）

か
ら
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
の
間
に
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
四
通
（
①
③
④
⑤
）
は
肥
前
佐
賀
藩
藩
、
下
鍋
島
光
茂
（
寛
永
九
年
（
一

六
一
三
一
）
＼
元
禄
十
三
年
（
一
七

0
0
)
)
・
綱
茂
（
承
応
元
年
（
一
六
五
―
-
）
＼
宝
永
＿
こ
年
(
-
七

0
六
）
）
父
＋
の
誓
詞
で
、

（
⑫
）
垂
加
神
道
家
で
、

の
ち
吉
田
家
の
学
頭
に
転
じ
た
松
岡
雄
淵
（
元
緑
|
四
年
（
一
七

0
1

)

 

＼
天
明
三
年
二
七
八
三
）
）

以
上
が
古
田
家
に
差
し
出
さ
れ
た
誓
詞
と
朱
指
判
の
概
要
で
あ
る
が
、
改
め
て
朱
指
判
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、

の
誓
詞

で
あ
る
。
五
通
の
指
判
は
い
ず
れ
も
左
右
の
指
各
一
本
の
指
先
約
ニ
セ
ン
チ
前
後
に
朱
を
つ
け
て
花
押
に
重
な
る
よ
う
に
一
一
本
並
べ
て
捺

さ
れ
て
お
り
、
朱
指
判
に
は
一
定
の
捺
し
方
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

五
通
の
う
ち
四
通

ま
で
が
鍋
島
光
茂
・
綱
茂
父
子
の
誓
詞
に
捺
さ
れ
て
い
る
た
め
、
朱
指
判
は
鍋
島
家
固
有
の
判
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
間
が

生
じ
る
。
或
い
は
、
垂
加
神
道
家
で
あ
っ
た
松
岡
雄
淵
の
誓
詞
に
も
捺
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
垂
加
神
道
の
誓
詞
に
同
様
の
判
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
朱
指
判
の
淵
源
を
知
る
た
め
に
、
光
茂
・
綱
茂
•
松
岡
雄
淵
の
誓
詞
に
つ
い
て
さ
ら
に
検

討
し
て
い
く
が
、
本
題
に
人
る
前
に
検
討
の
便
宜
を
図
る
た
め
、
吉
田
家
へ
の
誓
詞
は
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
た
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

一
通
の
み
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吉
田
家
へ
の
誓
詞
は
、
基
本
的
に
は
案
文
や
雛
型
が
吉
田
家
か
ら
示
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
、
武
蔵
国
多
摩
郡
岩
走
神
社
神
主
宮
沢
安
通
は
産
上
神
で
あ
る
岩
走
大
明
神
の
神
階
を
受
け
る
た
め
吉
田
家
を
訪

れ
て
い
る
が
、
そ
の
折
に
記
し
た

H
記
に
は
、
古
田
家
へ
提
出
す
る
誓
詞
雛
型
が
記
さ
れ
て
い
る
。
日
記
に
は
安
通
が
こ
の
雛
型
を
ど
こ

か
ら
手
に
入
れ
た
か
に
つ
い
て
は
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
安
通
が
「
雲
州
、
肥
前
州
、
備
後
州
神
職
」
な
ど
の
古
田
家
へ
の
誓
詞
を
代
筆

し
て
や
っ
て
い
る
記
事
が
散
見
す
る
た
め
、
（
三
月
廿
日
・
同
廿
五
日
・
四
月
五

H
条
）
古
田
家
か
ら
神
階
や
行
事
伝
授
を
得
る
際
提
出
す

る
誓
詞
に
は
、
寛
政
六
年
段
階
で
は
一
定
の
雛
型
が
出
来
あ
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
誓
詞
が
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
享
和
在
年
(
-
八

O
I

)

越
前
国
丹
生
郡
大
虫
神
社
神
主
岡
野
古
伴
は
跡
目
継
承
と
諸
行
事
等
の
伝
授
の
た
め
吉
田
家
を
訪
れ
て
い

る
が
、
そ
の
際
提
出
す
る
誓
詞
の
雛
型
を
吉
田
家
玄
関
で
受
け
取
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
を
勘
案
す
る
と
、
寛
政
年
間
に
は
、
地
方

神
主
が
提
出
す
る
誓
詞
は
吉
田
家
か
ら
示
さ
れ
た
雛
刑
に
甚
づ
い
て
書
か
れ
た
こ
と
は
確
実
で
、
こ
の
よ
う
な
誓
詞
の
作
成
、
提
出
の
手

順
は
お
そ
ら
く
も
っ
と
以
前
か
ら
制
度
化
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
名
や
公
家
も
、
お
お
む
ね
神
主
た
ち
と
同
じ
手
順
（
古
田
家
か
ら
誓
祠
案
文
提
示
↓
差
出
人
が
誓
詞
を
作
成
↓
提
出
）

で
誓
詞
を
提

出
し
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
鍋
島
光
茂
は
、
元
禄
五
年
（
ニ
ハ
九
二
）
四
月
に
吉
日
家
に
宛
て
た
「
覚
」
（
吉
田
文
書
六
二
七
号
）
の

な
か
で
、
「
拙
者
神
文
之
葛
、
去
年
鈴
鹿
石
見
守
よ
り
窮
被
相
越
候
得
共
」
と
迩
べ
て
お
り
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
は
光
茂
へ
古
田

家
家
老
鈴
鹿
石
見
守
か
ら
誓
詞
案
文
が
渡
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
表
の
「
神
文
の
型
」
ら
ん
を
見
て
も
、
大
名
・
大
名
家
臣

の
神
文
は
a
.
b
.
C
•

そ
の
他
の
四
パ
タ
ー
ン
、
公
家
は

d
.
e
•

そ
の
他
の
一
―
―
パ
タ
ー
ン
に
ほ
ぼ
大
別
で
き
、
個
人
が
自
由
に
神
文

を
選
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
特
に
大
名
・
大
名
家
臣
の
神
文
は
、
享
保
六
年
(
-
七
―
―
-
）
以
降
は
す
べ
て

b
.
c

2
 
吉
田
家
に
差
し
出
さ
れ
た
誓
詞
は
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
た
の
か
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3
 

も
し
れ
な
い
。

の
ど
ち
ら
か
の
神
文
と
な
り
、
例
外
が
な
い
た
め
、
吉
田
家
で
は
武
士
に
差
し
出
さ
せ
る
誓
詞
の
制
度
が
、
享
保
六
年
(
-
七
―
―
-
）
頃

ま
で
に
は
整
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
神
文
に
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
の
は
、
吉
田
家
で
は
差
出
人
や
出
身
国
別
に
担
当
者

を
定
め
て
い
た
た
め
、
担
当
者
ご
と
に
若
干
文
言
の
異
な
る
神
文
案
が
提
示
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
残

さ
れ
た
原
本
を
見
る
限
り
、
吉
田
家
か
ら
案
文
を
示
さ
れ
て
も
、
差
出
人
は
一
字
一
旬
違
わ
ず
書
く
、
と
言
っ
た
厳
密
さ
は
求
め
ら
れ
な

か
っ
た
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
⑥
⑧
⑨
の
「
そ
の
他
」
に
分
類
し
た
神
文
は
、
実
は

b
.
C
に
極
め
て
近
い
神
文
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

b
.

C
の
案
文
を
吉
田
家
か
ら
示
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
確
に
写
さ
な
か
っ
た
た
め
に
b
.
C
と
微
妙
に
異
な
る
神
文
に
な
っ
た
の
か

吉
田
家
の
誓
詞
案
文
は
、
身
分
ご
と
に
異
な
っ
た
書
式
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
神
＇
又
．
署
判
・
宛
名
は
身
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い

る
。
大
名
及
び
そ
の
家
臣
は
す
べ
て
花
押
を
据
え
て
い
る
が
、
公
家
は
す
べ
て
署
名
だ
け
で
あ
る
。
宛
名
は
大
名
・
公
家
は
吉
田
家
当
主

宛
て
だ
が
、
大
名
家
臣
・
地
方
神
、
t
．
能
役
者
な
ど
は
す
べ
て
家
老
・
学
頭
宛
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
注
目
し
た
い
の
は
、
神
文
で
あ
る
。

大
名
の
神
文
が
、
鍋
島
光
茂
・
綱
茂
の
五
通
（
①
③
④
⑤
）
と
加
藤
泰
常
の
一
通
（
⑦
）
を
除
ぎ
、
基
本
的
に
は
天
神
地
祇
・
氏
神
の
罰

を
蒙
る
と
し
た
自
己
呪
訊
文
言
で
あ
る
の
に
対
し
、
公
家
の
神
文
は
祖
神
・
神
明
の
照
覧
を
仰
ぐ
、
と
い
っ
た
内
容
が
多
く
、
自
己
呪
訓

文
言
は
少
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
後
述
す
る
。

鍋
島
光
茂
・
綱
茂
の
誓
詞

鍋
島
光
茂
・
綱
茂
の
誓
詞
は
、
寛
文
八
年
(
-
六
六
八
）
か
ら
几
禄
五
年
（
一
六
九
―
-
）

の
間
に
書
か
れ
て
お
り
、
吉
田
文
書
に
残
る

誓
詞
原
本
の
中
で
は
最
も
古
い
部
類
に
入
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
光
茂
の
誓
詞
原
本
一
―
通
・
写
一
通
、
網
茂
の
誓
詞
原
本
二
通
の
、
計
六
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③
 

右
之
意
趣
於
相
違
者
、
両
神
殊
仁
波
氏
神
御
照
覧
之
所
也
、
防
如
件
、

占
田
侍
従
殿
（
兼
連
）

延
宝
元
年
二
六
七
一

1-)+―
一
月
廿

□日
鍋
島
綱
茂
起
請
文
（
六
三
二
号
）

寛
文
八
年
二
月
卜
九
日

肥
前
四
位
侍
従
光
茂
（
花
押
・
朱
指
判
）

筆
此
中
何
角
延
引
候
、
今
度
内
匠
差
上
候
付
而
、
乍
序
如
斯
候
事
、

り
之
儀
、
縦
親
子
た
り
共
偲
授
之
儀
者
不
及
巾

起
請
文
前
書
之
事

①
 

敷
字
は
古
田
文
書
史
料
番
号
。
人
名
は
筆
者
に
よ
る

通
に
及
び
、
光
茂
・
綱
茂
父
子
は
今
の
と
こ
ろ
古
田
文
書
誓
詞
の
中
で
一
番
多
く
の
誓
詞
を
残
し
て
い
る
。

光
茂
・
綱
茂
父
子
の
神
道
伝
授
に
関
す
る
研
究
は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
実
態
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
幡
鎌
一
弘
氏
の
研

究
チ
ー
ム
が
作
成
さ
れ
た
天
理
大
学
附
属
天
理
図
再
館
所
蔵
「
御
広
間
雑
記
」
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
慶
安
一
一
一
年
（
一
六
五

0
)

＼
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
、
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）

1
宝
永
七
年
(
-
七
一

0
)
の
期
間
、
光
茂
・
綱
茂
父
子
は
か
な
り
頻
繁
に
古

田
家
に
使
者
を
派
遣
し
て
お
り
、
神
道
伝
授
に
対
す
る
光
茂
・
綱
茂
父
＋
の
熱
意
が
う
か
が
わ
れ
る
。

光
茂
・
綱
茂
父
子
の
朱
指
判
を
据
え
た
誓
詞
四
通
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
（
冒
頭
の
①
③
④
⑤
は
表
の
番
号
。
カ
ッ
コ
内
の
漢

寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）

一
一
月
十
九
日
鍋
島
光
茂
起
請
文
（
六
二
三
号
）

神
道
此
巳
前
萩
原
殿
二
而
承
候
儀
、
誰
へ
茂
博
授
不
仕
條
、
勿
論
貴
梯
よ
り
承
候
事
、
於
已
来
倅
信
濃
守
へ
茂
聯
申
聞
間
敷
候
、
然

（
水
野
忠
直
）

者
、
家
来
山
村
内
匠
助
儀
、
水
野
中
務
江
遣
候
娘
江
相
付
、
汀
戸
江
差
越
候
此
中
へ
拙
者
江
之
為
聞
次
、
彼
者
江
被
仰
聞
候
神
道
一
通

一
牛
涯
咄
二
も
薗
而
LJ
外
不
仕
様
二
と
堅
誓
紙
申
付
候
間
、
労
可
御
心
易
候
、
此
一
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②
 

る
の
で
、
全
文
を
次
に
あ
げ
る
。

⑤
 

④
 

起
請
文
前
書
之
事
、

従
四
位
下
行
信
濃
守
藤
原
網
茂
（
化
押
・
朱
指
判

従
四
位
下
行
信
濃
守
藤
原
綱
茂
（
花
押
・
朱
指
判

神
道
御
博
授
之
趣
、
柳
口
外
仕
間
鋪
候
、
於
相
背
者
、
両
神
殊
者
氏
神
御
照
覧
之
虐
、
初
起
請
如
件
、

延
賓
位
癸
丑
歳
十
二
月
廿
一
日

吉
田
侍
従
殿
（
兼
連
）

延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
十
二
月
占
曜
日
鍋
島
綱
茂
起
硝
文
（
し
ハ
ニ
八
号
）

和
歌
―
―
神
御
停
授
御
切
紙
之
趣
、
柳
他
見
口
外
仕
間
鋪
候
、
於
相
背
者
、
両
神
殊
者
氏
神
御
照
覧
之
慮
也
、
防
起
請
如
件
、

延
賓
三
J

卯
年
ト
ニ
月
吉
曜
日

吉
田
侍
従
殿
（
兼
連
）

延
宝
ご
年
（
一
六
七
五
）
十
二
月
吉
曜
日
鍋
島
綱
茂
起
請
文
（
六
五
一
号
）

八
雲
神
詠
御
停
授
御
切
紙
之
趣
柳
他
見

D
外
仕
間
鋪
候
、
於
相
背
者
、
両
神
殊
者
氏
神
御
照
覧
之
虐
也
、
初
起
請
如
件
、

延
賓
―
―
乙
廿
十
二
月
吉
曜
日

吉
田
侍
従
殿
（
兼
連
）

な
お
、
光
茂
に
は
、
①
と
同
年
月
日
付
で
、
朱
指
判
の
な
い
誓
詞
②
も
存
在
す
る
。
②
に
つ
い
て
は
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

寛
文
八
年
(
-
六
六
八
）
二
月
卜
九
日
鍋
島
光
茂
起
請
文
（
六
一
一
四
号
）

神
道
此
已
前
萩
原
殿
二
而
承
候
儀
、
誰
江
茂
俯
授
不
仕
候
、
勿
論
貴
様
よ
り
承
候
事
、
於
已
来
倅
信
濃
守
江
茂
柳
印
聞
間
敷
候
事
、

従
四
位
下
行
伯
濃
守
藤
原
綱
茂
（
花
押
・
朱
指
判
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行
之
意
趣
於
相
迅
者
、
両
神
殊
仁
波
氏
神
御
照
覧
之
所
也
、
例
如
件
、

同
年
月
日
付
の
①
と
②
は
、
現
在
「
上
」
と
上
書
き
さ
れ
た
包
み
紙
に
一
緒
に
他
ま
れ
て
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
包
み
の
折
り
目
は
当

初
の
も
の
と
は
違
う
よ
う
に
思
わ
れ
、
ま
た
封
じ
日
に
記
さ
れ
た
メ
の
印
も
重
な
ら
な
い
た
め
、
初
め
か
ら
こ
の
位
み
紙
に
①
と
②
が
同

封
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
②
は
①
の
後
半
部
分
を
す
べ
て
省
略
し
た
内
容
で
、
①
が
「
吉
田
侍
従
殿
」
宛
で
あ
る
の
に

対
し
、
「
古
田
左
兵
衛
督
殿
」
宛
と
な
っ
て
い
る
。
①
②
の
書
か
れ
た
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
二
月
十
九
日
当
時
、
吉
田
家
当
主
兼
連
は

従
五
位
上
侍
従
で
あ
り
、
左
兵
衛
督
と
な
る
の
は
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
)
|
-
―
月

i
：
一
日
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
①
の
宛
名
は

古
川
兼
連
、
②
の
宛
名
は
古
田
姓
を
名
乗
る
、
兼
連
以
外
の
人
物
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
書
に
は
「
勿
論
貴
様
よ
り
承
候
事
、
於
已

来
倅
信
濃
守
江
茂
柳
申
聞
間
敷
候
事
」
と
あ
る
の
で
、
「
左
兵
衛
督
」
は
光
茂
に
神
道
の
伝
投
を
行
い
う
る
人
物
と
な
り
、
寛
文
八
年
当
時

そ
の
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
神
道
行
儀
に
つ
い
て
萩
原
兼
従
か
ら
仏
授
を
受
け
た
鈴
鹿
左
扇
（
中
臣
和
之
）

秋
原
兼
従
の
投
嗣

f
員
従
、
ま
だ
存
命
で
あ
っ
た
先
々
代
吉
田
家
門
主
兼
英
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
、
古
田
家
家
老
衆

で
あ
る
鈴
鹿
連
直
を
光
茂
が
「
古
田
左
兵
衛
督
」
と
呼
ぶ
、
ま
た
は
書
き
誤
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

時
点
で
は
左
衛
門
佐
、
古
田
兼
＂
央
は
す
で
に
陰
居
の
身
で
、
右
衛
門
佐
で
終
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。

督
」
を
任
官
し
て
い
る
人
物
は
古
田
・
萩
原
両
家
に
は
存
在
せ
ず
、
現
時
点
で
は
左
兵
衛
督
が
誰
な
の
か
不
明
と
す
る
し
か
な
い
。
た
だ
、

②
に
は
朱
指
判
が
据
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
光
茂
は
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
以
降
は
朱
指
判
を
据
え
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で

貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）

の
兼
連
の
左
兵
衛
督
任
官
後
に
光
茂
が
②
を
年
次
を
遡
っ
て
誓
詞
を
作
り
直
し
た
可
能
性
も
な
く
は
な
い
が
、

古
田
左
兵
衛
督
殿

党
文
八
年
一
1

月
卜
九
日

肥
前
侍
従
光
茂
（
化
押

つ
ま
り
、
寛
文
八
年
当
時
「
左
兵
衛

（
後
述
）
、

一
方
萩
原
員
従
は
寛
文
八
年

の
子
鈴
鹿
石
見
守
連
直
と
、
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る。 的
に
記
し
て
い
な
い
。

一
月
二
十
九
日
に
は
萩

そ
こ
ま
で
す
る
理
由
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
①
と
②
は
宛
名
の
違
い
か
ら
朱
指
判
と
花
押
の
使
い
分

け
が
な
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
②
は
朱
指
判
を
考
え
る
上
で
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
宛
名
人
を
比
定
す
る
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
今
回
の
検
討
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
す
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

そ
れ
で
は
、
改
め
て
光
茂
誓
詞
①
か
ら
検
討
を
し
て
い
こ
う
。
①
に
は
「
神
道
此
已
前
萩
原
殿
二
而
承
候
儀
、
誰
へ
茂
偲
授
不
仕
候
、

勿
論
貴
様
よ
り
承
候
事
、
於
已
来
倅
信
濃
守
へ
茂
聯
申
聞
間
敷
候
」
と
あ
り
、
「
萩
原
殿
」

11

萩
原
兼
従
と
「
貴
様
」

11

吉
田
兼
連
か
ら
受

け
た
伝
授
に
つ
い
て
は
、
誰
に
も
口
外
し
な
い
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
が
、
伝
授
内
容
に
つ
い
て
は
た
だ
「
神
道
」
と
あ
る
ば
か
り
で
具
体

光
茂
は
万
治
二
年
(
-
六
万
九
）
春
ご
ろ
か
ら
種
々
の
神
道
伝
授
を
受
け
て
お
り
、

Jj
治
二
年
（
一
」
ハ
六

0
)

原
兼
従
か
ら
吉
田
神
道
の
基
本
経
典
の
ひ
と
つ
「
名
法
要
集
」
を
得
、
ま
た
同
年
六
月
二
十
五
日
に
和
歌
三
神
・
三
聖
相
伝
を
伝
授
さ
れ

て
い
る
。
萩
原
兼
従
は
、
・
大
正
十
八
年
(
-
五
九

0
)
吉
田
兼
治
の
長
十
と
し
て
生
れ
、
祖
父
兼
見
の
姜
子
と
な
っ
て
萩
原
を
称
し
、
盟

臣
秀
吉
を
祀
る
豊
国
杜
社
務
職
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
万
治
ニ
・
三
年
は
萩
原
艇
従
の
最
晩
年
に
当
た
る
が
、
未
だ
幼
少
の
吉
田
家
門

中
兼
連
に
代
わ
っ
て
兼
従
が
実
質
的
に
吉
田
家
を
支
え
て
い
た
。
万
治
三
年
の
「
中
臣
和
之
日
記
」
（
家
臣
鈴
鹿
左
京
の
日
記
）
に
は
、
兼

従
が
行
法
の
伝
授
を
担
当
し
、
伝
授
切
紙
に
は
唯
一
神
道
五
十
三
代
卜
部
兼
従
と
し
て
兼
連
と
と
も
に
連
署
し
、
伝
授
の
正
当
性
を
補
完

し
て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
光
茂
は
万
治
三
年
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
家
臣
山
村
伊
左
衛
門
（
内
匠
助
）
を
京
都
に
駐
在
さ
せ
、

自
分
の
代
理
と
し
て
兼
従
か
ら
神
道
を
学
ば
せ
て
お
り
、
山
村
の
吉
田
家
訪
間
は
「
御
広
間
雑
記
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
も
一
―
卜

三
回
に
及
ぶ
。
「
中
臣
和
之
日
記
」
に
は
、
万
治
三
年
（
一
六
六

0
)
五
月
十
一
一
日
、
佐
賀
へ
帰
国
す
る
た
め
伏
見
に
到
着
し
た
光
茂
へ
兼

従
か
ら
使
者
が
派
遣
さ
れ
た
り
、
光
茂
と
兼
従
が
互
い
に
進
物
を
贈
り
合
う
様
子
が
記
録
さ
れ
、
光
茂
と
兼
従
の
親
密
さ
が
う
か
が
わ
れ
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①
③
④
⑤
は
神
文
が
は
ぼ
同
文
で
、
「
両
神
殊
仁
波
氏
神
御
照
覧
之
所
也
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
四
通
す
べ
て
に
同
じ
作
法
で
朱

指
判
が
捺
し
て
あ
る
の
で
、
前
項
で
検
討
し
た
吉
田
家
へ
の
誓
詞
の
書
き
方
に
従
え
ば
、
神
文
は
吉
田
家
か
ら
光
茂
・
綱
茂
父
子
へ
提
示

さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
朱
指
判
も
神
文
同
様
吉
田
家
か
ら
の
指
示
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
光
茂
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
元
禄
五

年
（
一
六
九
二
）
に
は
鈴
鹿
石
見
守
か
ら
誓
詞
案
文
の
提
供
を
受
け
て
お
り
、
こ
の
こ
ろ
に
は
誓
詞
を
書
く
際
、
吉
田
家
か
ら
誓
詞
案
文

が
提
小
さ
れ
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
が
、
正
確
に
言
え
ば
元
禄
五
年
以
前
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
加
え
て
、
①
③
④
⑤
の
誓
詞
書
式

（
朱
指
判
を
伴
い
、
神
文
に
「
両
神
」
を
勧
請
し
、
「
照
覧
」
の
文
言
を
使
う
）
と
、
⑦
を
除
く
⑥
以
ド
の
諸
大
名
の
誓
詞
書
式
（
花
押
の

と
表
現
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

兼
従
は
ガ
治
一
＾
一
年
（
一
六
六

0
)
八
月
十
三
日
に
死
去
す
る
が
、
光
茂
は
同
年
|
一
一
月
、
兼
連
か
ら
八
雲
神
詠
の
伝
授
を
受
け
た
あ
と
、

し
ば
ら
く
吉
田
家
と
は
疎
遠
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
御
広
間
雑
記
」
に
光
茂
の
使
者
幼
間
の
記
事
が
再
び
出
て
く
る
の
は
寛
文
一
一
年

（
一
六
六
二
）
で
あ
る
が
、
同
年
の
使
者
訪
間
は
二
回
に
過
ぎ
ず
、
頻
繁
な
交
渉
が
再
開
さ
れ
る
の
は
、
兼
従
の
死
か
ら
七
年
後
の
寛
文
七

年
（
一
六
六
七
）
六
月
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
①
の
書
か
れ
た
寛
文
八
年
一
一
月
十
九
日
は
、
ま
さ
し
く
光
茂
が
吉
田
家
と
の
交

流
を
再
開
し
た
時
期
に
あ
た
り
、
①
は
兼
従
に
代
わ
っ
て
兼
連
か
ら
新
た
に
神
道
を
学
ぶ
た
め
、
光
茂
が
改
め
て
提
出
し
た
誓
詞
と
位
置

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
書
の
中
で
自
ら
の
代
埋
と
し
て
派
遣
す
る
家
臣
山
村
内
匠
助
に
つ
い
て
も
詳
し
く
言
及
し
て
い
る
の
は
、
山

村
が
今
後
光
茂
へ
の
伝
達
役
と
し
て
神
道
伝
授
に
深
く
関
わ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

次
の
綱
茂
の
誓
詞
③
④
⑤
は
、
④
和
歌
三
神
・
⑤
八
雲
神
詠
の
奥
義
を
伝
授
さ
れ
た
際
に
吉
川
兼
連
に
提
出
し
た
誓
詞
で
あ
る
。
③
は
、

た
だ
「
神
道
」
と
あ
る
ば
か
り
で
、
具
休
的
に
何
を
伝
授
さ
れ
た
の
か
文
面
か
ら
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
父
光
茂
が
寛
文
九
年

（
一
六
六
九
）
、
家
臣
l
l
J
村
内
匠
を
通
し
て
十
八
神
道
・
宗
源
行
事
・
神
道
護
摩
の
三
壇
行
事
の
伝
授
を
受
け
た
翌
年
、
吉
田
家
に
使
者
を

(20) 

送
り
「
山
村
の
神
道
伝
授
」
に
関
し
て
礼
を
述
べ
た
、
と
「
御
広
間
雑
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
三
壇
行
事
の
伝
授
を
「
神
道
伝
授
」
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書
か
せ
る
と
い
う
や
り
方
が
一
般
化
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

一
方
貞
享
一
ご
年
誓
詞
は
、
伝
授

み
で
、
神
文
に
自
己
呪
誼
文
言
（
「
神
罰
を
蒙
る
」
な
ど
）
を
使
う
）
は
大
き
な
相
違
が
あ
り
、
沢
質
な
印
象
を
受
け
る
。
以
上
の
理
由
か

ら
、
光
茂
・
綱
茂
父
子
の
誓
詞
①
③
④
⑤
は
、
本
当
に
吉
田
家
か
ら
の
誓
詞
案
文
に
悲
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
な
の
か
、

一
度
検
討
す
る

ま
ず
神
文
か
ら
考
え
て
い
こ
う
。
光
茂
は
「
両
神
（
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
）
」
を
勧
泊
し
た
神
文
で
誓
詞
を
書
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
だ

ろ
う
か
。
現
在
筆
者
が
確
認
し
て
い
る
光
茂
の
誓
詞
は
、
徳
川
将
軍
に
提
出
し
た
代
替
り
誓
詞
と
、
寛
文
一
一
年
（
一
六
六
五
）
三
月
二
十
＇

三
月
―
-
+
'
一
日
付
の
中
院
通
茂
宛
誓
詞
で
あ
る
が
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
中
に
「
両
神
（
イ
ザ

二
日
付
．
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）

ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
）
」
を
勧
請
し
た
神
文
は
一
通
も
無
い
。

(22) 

代
替
り
誓
詞
神
文
は
、
御
成
敗
式
目
末
尾
に
付
け
ら
れ
た
、
江
戸
幕
府
公
式
神
文
と
も
い
う
べ
き
「
式
且
神
文
」
で
あ
る
。
中
院
通
茂

宛
の
寛
文
―
一
年
誓
詞
は
、
中
院
通
茂
の
尽
力
で
光
茂
の
和
歌
に
後
水
尾
院
の
勅
点
を
賜
っ
た
こ
と
を
感
謝
し
、
今
後
更
に
歌
道
に
精
進
す

る
こ
と
を
誓
っ
た
誓
詞
で
あ
り
、
光
茂
の
感
激
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
、
書
状
に
近
い
誓
詞
で
あ
る
。

さ
れ
た
「
占
今
躾
一
部
之
説
」
を
口
外
し
な
い
旨
を
誓
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
神
文
は
、
窟
文
二
年
誓
詞
が
京
の
霊
社
を
勧
請
し
、
現

る

23)

世
と
来
世
に
蒙
る
罰
を
記
し
た
霊
社
起
請
文
神
文
、
貞
享
三
年
誓
詞
は
「
若
於
違
背
者
、
大
日
本
国
神
祖
神
井
天
満
天
神
梵
尺
四
下
、
殊

和
歌
両
神
之
冥
罰
忽
光
茂
身
卜
可
罷
蒙
者
也
、
初
誓
状
如
件
」
と
な
っ
て
い
る
。
貞
享
↓
年
誓
詞
の
神
文
に
は
「
和
歌
両
神
」
の
文
言
が

あ
る
が
、
「
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
」
を
指
す
の
で
は
な
く
、
「
和
歌
両
神
」
す
な
わ
ち
住
古
明
神
・
玉
津
嶋
明
神
を
指
し
て
い
る
と
み
ら

れ
る
。
中
院
文
書
に
は
「
古
今
伝
授
之
時
之
誓
状
案
」
と
書
か
れ
た
案
文
が
存
在
し
、
そ
の
神
文
は
光
茂
の
貞
享
―
―
一
年
誓
詞
と
同
文
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
光
茂
は
中
院
家
か
ら
示
さ
れ
た
案
文
に
従
っ
て
、
貞
享
二
年
の
「
占
今
集
一
部
之
説
」
伝
授
の
誓
詞
を
書
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
江
戸
時
代
前
期
に
は
、
芸
能
を
家
職
と
し
、
秘
伝
伝
授
に
際
し
て
誓
詞
を
書
か
せ
た
家
々
で
は
、
家
と
し
て
の
誓
詞
書
式
を
定
め
、

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
寛
文
一
が
年
誓
詞
は
、
秘
伝
伝
授
に
際
し
て
の
誓
詞
で
は
な
く
、
光
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茂
の
中
院
通
茂
へ
の
感
謝
の
念
か
ら
出
た
個
人
的
突
発
的
な
誓
詞
で
あ
り
、
案
文
が
な
か
っ
た
た
め
、
光
茂
が
自
ら
ふ
さ
わ
し
い
と
選
ん

だ
神
文
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
誓
詞
の
端
作
り
文
百
（
冒
頭
の
事
書
）
は
、
「
再
拝
々
々
敬
白
天
罰

霊
社
起
請
文
前
書
之
事
」
だ
が
、
こ
れ
は
戦
国
時
代
以
来
の
鍋
島
家
の
伝
統
的
な
端
作
り
文
言
で
あ
る
。
鍋
島
家
は
起
請
文
を
重
視
す
る

家
風
で
、
戦
国
時
代
以
来
の
作
法
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
が
、
こ
の
端
作
り
文
言
「
再
拝
々
々
敬
白
天
罰
霊
社
起
請
文
前
書
之
事
」
も
そ

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
鍋
島
家
当
‘
下
は
家
督
相
続
し
た
場
合
、
同
時
に
長
崎
の
警
護
で
あ
る
長
崎
番
役
も
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
た
め
、
将

軍
に
家
督
相
続
兼
長
崎
番
役
就
任
起
請
文
を
提
出
し
た
が
、

そ
の
起
請
文
の
端
作
り
文
言
に
は
戦
国
以
来
の
こ
の
端
作
り
文
言
「
再

拝
々
々
敬
白
天
罰
霊
社
起
請
文
前
害
之
事
」
を
必
ず
記
す
習
わ
し
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
端
作
り
文
言
を
使
っ
て
書
い
た
寛
文
二

年
誓
詞
書
式
は
鍋
島
家
の
伝
統
的
な
誓
詞
書
式
と
考
え
ら
れ
、
長
文
な
霊
社
起
請
文
神
文
を
使
用
し
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
理
由
か
ら

だ
ろ
う
。
光
茂
が
案
文
な
し
で
哲
＝
詞
を
書
く
と
す
れ
ば
、
寛
文
―
一
年
誓
祠
の
よ
う
な
胄
式
に
な
る
は
ず
で
、
自
家
で
は
使
わ
な
い
「
両
神

（
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
）
」
を
勧
請
し
た
神
文
を
使
用
す
る
こ
と
は
ほ
ぽ
な
い
と
い
え
る
。

で
は
、
朱
指
判
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
戦
国
以
来
の
鍋
島
家
の
血
判
に
関
す
る
作
法
に
、
名
乗
り
全
休
に
血
を
つ
け
る
、
と
い
う
作
法
は

あ
り
、
宝
肝
ト
一
年
（
一
七
六
一
）
に
鍋
島
家
臣
が
家
中
起
請
文
に
据
え
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
朱
指
判
に
つ
い
て
は
管
見
の

限
り
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
，
し
ま
た
、
朱
指
判
が
捺
さ
れ
た
最
後
の
誓
詞
1
1

延
宝
：
佑
年
（
一
六
七
五
）

の
網
茂
誓
詞
（
④
．
⑤
）
か
ら
実

に
六
十
九
年
後
に
あ
た
る
延
崩
元
年
（
一
七
四
四
）
に
吉
田
家
学
頭
松
岡
雄
淵
が

Inl
じ
形
状
の
朱
指
判
を
据
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
朱
指

判
を
光
茂
・
綱
茂
父
子
が
発
案
し
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。
神
道
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
は
い
え
、
光

茂
・
綱
茂
は
一
大
名
に
過
ぎ
ず
、
鍋
島
家
と
特
に
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
形
跡
の
見
ら
れ
な
い
松
岡
雄
淵
が
、
六
十
九
年
の
時
を
超
え
て
わ

ざ
わ
ざ
朱
指
判
を
真
似
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
も
し
光
＂
戊
・
綱
茂
の
朱
指
判
が
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
雄
淵
の
誓
詞

が
書
か
れ
る
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
ま
で
に
真
似
を
し
て
朱
指
判
を
据
え
る
人
物
が
い
て
も
よ
さ
そ
う
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
例
は
一
例
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以
上
、
①
③
④
⑤
に
吉
田
家
か
ら
の
案
文
の
提
示
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
み
た
が
、
光
茂
・
綱
茂
ら
が
独
自
の
書
式
で
誓

詞
を
書
く
と
す
れ
ば
①
③
④
⑤
と
は
別
の
書
式
と
な
る
可
能
性
が
高
く
、
①
③
④
⑤
に
は
、

も
の
と
結
論
付
け
た
い
。
朱
指
判
と
「
両
神
」
を
勧
請
し
た
特
異
な
神
文
は
、
吉
田
家
か
ら
光
茂
・
綱
茂
へ
提
示
さ
れ
た
も
の
と
確
定
し

て
、
検
討
を
進
め
よ
う
。

松
岡
雄
淵
の
誓
詞

や
は
り
吉
田
家
か
ら
の
案
文
提
示
が
あ
っ
た

松
岡
雄
淵
（
忠
良
）
は
、
元
禄
十
四
年
(
-
七

0
1

)

代
々
尾
張
熱
田
社
の
詞
官
を
務
め
る
家
に
生
ま
れ
、
の
ち
神
道
家
吉
見
幸
和
・

若
林
強
斎
に
学
び
、
玉
木
正
英
か
ら
垂
加
神
道
諸
伝
を
伝
授
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
垂
加
神
道
家
と
し
て
高
名
で
あ
っ
た
が
、
享
保
十
八

年
（
一
七
三
一
―
▲
)
師
土
木
正
英
を
批
判
し
た
こ
と
で
破
門
と
な
り
、
そ
の
後
元
文
二
年
(
-
七
一
二
七
）
、
吉
田
兼
雄
の
招
聘
に
よ
っ
て
古
田

家
学
頭
に
就
任
し
た
。
朱
指
判
を
捺
し
た
雄
淵
の
誓
詞
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

包
紙
上
書
「
神
文

主
上
江
神
道
御
博
授
井
中
臣
祓
御
講
等
之
儀
御
沙
汰
有
之
二
付
、
雄
淵
被
召
寄

御
当
家
御
代
、
之
御
記
録
其
外
御
停
来
之

諸
抄
秘
博
口
決
等
之
趣
以
御
考
御
内
講
御
吟
味
之
上
可
有
討
論
之
旨
奉
艮
候
、
右
之
節
承
申
候
御
家
停
秘
決
之
趣
、
日
一
拝
見
申
候
諸
書

今
度

誓
約
之
事

4
 

も
認
め
ら
れ
な
い
。

雄
淵
上
」

⑫
松
岡
雄
淵
誓
詞
（
六
八
五
号
）
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通
の
誓
詞
署
判
は

可
蒙

尾
張
雄
淵
（
花
押
・
朱
指
判

松
岡
下
総

第
六
巻
』

で
正
親
町
実
連
に
提
出
さ
れ
た
中
山
愛
親
の
伝
授

熱
田
大
神
宮
之
御
罰
者
也
、
初
而
神
文
如
件

物
之
俄
等
、
雖
一
事
雄
淵
一
身
之
外
曽
以
他
言
仕
聞
敷
候
、
尤
愚
存
之
趣
柳
不
残
心
底
可
申
上
候
、
若
於
令
違
背
者
、

神
道
（
上
）
』

天
神
地
祇
殊
仁
波

延
享
元
年
九
月
四
日

-2929) 

延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
当
時
の
古
田
家
当
主
兼
雄
は
同
年
九
月
七
日
、
桜
町
天
畠
に
神
追
伝
授
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
に
先
ん
じ
て
雄

淵
に
吉
田
家
に
伝
わ
る
諸
秘
伝
秘
訣
に
つ
い
て
研
究
す
る
よ
う
命
じ
、
雄
淵
が
了
解
し
た
際
提
出
し
た
も
の
が
右
の
誓
詞
で
あ
ろ
う
。
拝

見
し
た
古
田
家
の
秘
伝

□決
に
つ
い
て
は
生
涯

□外
し
な
い
こ
と
を
天
神
地
祇
と
熱
田
杜
に
誓
い
、
鍋
島
光
茂
・
綱
茂
同
様
の
朱
指
判
を

捺
し
て
い
る
。
神
文
に
「
熱
田
大
神
宮
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
雄
淵
が
熱
田
杜
祠
官
家
の
出
身
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

松
岡
雄
淵
は
垂
加
神
逍
家
玉
木
正
英
か
ら
諸
伝
を
伝
授
さ
れ
て
お
り
、
垂
加
流
の
貫
詞
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
の
で
、

念
の
た
め
垂
加
神
道
の
誓
詞
に
朱
指
判
は
あ
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
て
お
こ
う
。
垂
加
神
道
の
誓
詞
は
『
神
道
大
系
論
説
編
十
二

で
出
雲
守
家
所
蔵
の
入
門
誓
詞
全
十
通
を
、
『
害
の
日
本
史

0
]
 

(
3
 

誓
詞
一
通
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
提
出
年
次
は
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
か
ら
明
和
万
年
（
一
七
六
八
）

詞
は
一
通
も
無
い
。
ま
た
、
垂
加
神
道
家
の
谷
秦
山
が
「
秦
山
集
十
五

で
あ
る
。
こ
れ
ら
十
一

ハ
ン
コ
と
花
押
を
据
え
た
誓
詞
が
二
通
、
花
押
の
み
が
八
通
、
署
名
だ
け
一
通
と
な
り
、
血
判
・
指
判
を
据
え
た
誓

雑
著
甲
乙
録
一
」
で
「
垂
加
杜
門
人
神
文
三
條
、
（
以
下
略
）
右

條
々
任
神
明
之
照
覧
、
不
可
違
背
者
也
、
年
月
日
、
姓
名
墨
判
、
」
「
血
言
阿
世
、
神
之
所
忌
故
、
神
文
墨
判
而
己
、
無
血
判
、
」
と
述
べ
て

い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
垂
加
神
道
で
は
血
判
や
指
朱
判
は
誓
詞
に
捺
さ
れ
な
か
っ
た
と
ほ
ぽ
確
定
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
雄

淵
の
捺
し
た
朱
指
判
は
、
光
茂
・
綱
茂
と
同
じ
よ
う
に
、
古
田
家
の
作
法
に
の
っ
と
っ
て
捺
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

垂
加
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で
は
、
そ
の
吉
田
家
の
朱
指
判
の
作
法
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

萩
原
兼
従
と
朱
指
判
・
「
両
神
」
勧
請
の
神
文

朱
指
判
と
吉
田
家
の
署
判
の
作
法
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要
な
史
料
が
あ
る
の
で
、
以
ド
に
あ
げ
る
。
霊
元
天
皇
の
議
奏
で
あ
っ

た
東
閲
基
量
の
貞
享
二
年
（
一
六
八
六
）
十
一
月
の
日
記
（
「
基
量
卿
記
」
）

で
あ
る
。
（
カ
ッ
コ
内
は
筆
者
に
よ
る
。
）

一
萩
原
・
桑
原
近
習
一
紙
之
義
、
申
渡
了
、
明
日
於
柳
原
可
書
進
由
申
付
［
、

十
四
日
（
中
略
）

一
萩
原
・
桑
原
二
帝
於
柳
原
亭
各
列
座
、
見
血
判
、
如
去
夏
也
、
萩
原
依
神
職
、
血
判
之
義
辞
申
、
於
占
田
家
以
手
形
為
誓
由
也
、
則

（指）

以
左
右
脂
塗
黒
、
押
之
、
如
血
判
、
此
度
此
通
、
於
桑
原
令
血
判
了
、

貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
十
一
月
、
霊
冗
天
皇
は
自
分
と
皇
太
子
（
の
ち
の
東
山
犬
白
王
）

議
奏
・
近
習
の
廷
臣
た
ち
に
血
判
起
請
文
を
提
出
さ
せ
た
が
、
右
は
共
に
近
習
で
あ
っ
た
萩
原
兼
従
の
養
嗣
子
員
従
と
桑
原
長
義
が
、
武

家
伝
奏
柳
原
資
廉
邸
で
起
請
文
を
提
出
し
た
際
の
記
録
で
あ
る
。
員
従
は
「
神
職
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
血
判
を
拒
み
、
「
於
吉
田
家
以

手
形
為
誓
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
左
右
の
指
に
墨
を
澄
っ
て
血
判
の
よ
う
に
捺
し
た
。
指
判
の
形
状
は
不
明
だ
が
、
「
以
左
右

（指）脂
塗
黒
、
押
之
、
如
血
判
」
と
あ
る
か
ら
、
手
形
で
は
な
く
血
判
の
よ
う
に
見
え
る
指
の
判
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
ま
さ
に
吉
田
文
書
誓

（
貞
享
―
―
一
年
十
一
月
）
十

□日

5
 

へ
の
忠
誠
を
誓
わ
せ
る
た
め
、
関
白
を
始
め
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一
、
我
等
不
致
執
心
而
貴
殿
如
在
有
之
様
申
間
敷
事

詞
に
見
え
る
朱
指
判
に
近
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

「
於
古
田
家
以
手
形
為
誓
」
と
の
作
法
が
、

い
つ
ご
ろ
成
立
し
た
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
し
「
基
見
卿
品
」
に
記
さ
れ
た
員
従
の
主
張

に
は
、
手
形
や
指
判
を
前
代
以
来
の
吉
田
家
の
作
法
と
し
て
強
調
す
る
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
江
戸
時
代
以
悧
、
吉
田
家
が
血
判
に
代

わ
る
も
の
を
発
案
せ
ざ
る
を
得
な
い
機
会
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
起
訥
文
を
多
用
し
た
豊
臣
政
権
の
時
期
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ

ば
、
手
形
は
鷹
国
神
杜
杜
務
で
あ
っ
た
兼
従
の
発
案
に
よ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
兼
従
が
血
判
の
代
わ
り
に
手
形
を
捺
し

こ
の
起
請
文
は
熊
本
細
川
家
家
臣
で
、
能
の
家
で
も
あ
っ
た
金
春
流
中
村
家
に
代
々
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、
兼
従
の
起
請
文
原
本

は
、
管
見
の
限
り
で
は
こ
の
一
通
し
か
現
存
し
て
お
ら
ず
、
大
変
貴
煎
な
も
の
で
あ
る
。
中
村
家
文
書
は
現
在
熊
木
市
指
定
有
形
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
当
主
中
村
勝
氏
の
ご
厚
意
に
よ
り
詳
し
く
拝
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
、
紹
介
を
兼
ね
て
以
下
に
全
文
と
写

御
能
別
而
執
心
存
、
致
稽
古
度
卜
、
種
々
熟
望
申
候
虞
、
可
有
相
伝
之
段
、
偏
過
分
存
候
、
紙
面
之
通
、
少
モ
非
偽
、
井
妄
他
言
為
申

間
敷
誓
紙
ヲ
以
申
入
候
、

一
、
能
之
習
与
在
之
儀
者
、
縦
雖
為
親
子
兄
弟
相
弟
子
、
我
等
一
代
之
間
心
中
之
外
一
人
ニ
モ
他
言
相
偲
申
間
敷
事
、

起
請
文
前
書
之
事
、

包
紙
卜
上
H
)

「
中
村
少
兵
衛
殿
萩
原
」

萩
厭
起
請
文
（
中
村
家
文
書
四
―
一
号

真

(31
頁
）
を
ホ
し
た
い
。

た
起
請
文
が
現
存
し
て
い
る
。
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と
な
る
。 一

、
貴
殿
於
影
後
、
能
之
嘲
薦
端
疎
暑
仕
間
敷
事
、
（
マ
マ
）

右
之
旨
毛
頭
於
相
背
者
、
伊
肺
諾
伊
罪
冊
両
神
之
御
罰
可
罷
蒙
者
也
、
伯
起
請
文
如
件
、

※
一
紙
日
（
白
紙
）
と
二
紙
目
（
那
智
滝
宝
印
）

の
継
ぎ
目
か
ら
二
紙
日
に
か
け
て
朱
の
両
手
形
が
押
さ
れ
て
い
る
。

右
の
宛
先
中
村
少
兵
衛
に
つ
い
て
は
、
表
章
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
表
氏
に
よ
れ
ば
、
中
村
家
の
初
代
少
兵
衛
（
勝
兵
衛
）

は
実
名
政
長
。
お
お
む
ね
天
正
元
年
(
-
五
七
三
）
ご
ろ
生
ま
れ
、
長
じ
て
豊
臣
秀
占
の
斡
旋
に
よ
り
金
春
安
照
に
入
門
し
、
金
春
流
の

能
を
学
ん
だ
。
少
兵
衛
は
安
照
に
可
愛
が
ら
れ
、
ま
た
稽
古
に
精
進
し
た
よ
う
で
、
慶
長
九
年
(
-
六

0
四
）
秘
曲
関
寺
の
相
伝
を
受
け

た
の
を
始
め
と
し
て
い
く
つ
か
の
秘
伝
を
伝
授
さ
れ
た
後
、
慶
長
十
五
年
（
ニ
ハ
一

0
)
に
安
照
か
ら
師
家
と
し
て
の
印
可
を
与
え
ら
れ

た
。
能
役
者
と
し
て
の
少
兵
衛
の
技
量
は
四
座
の
役
者
た
ち
に
も
広
く
知
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
金
春
流
を
贔
履
に
し
て
い

た
加
藤
清
正
に
士
分
格
の
待
遇
で
召
し
抱
え
ら
れ
た
。
少
兵
衛
は
寛
永
三
年
（
一
し
ハ
ご
六
）
ご
ろ
家
督
を
嗣
子
正
辰
に
譲
り
、
加
藤
家
を

致
仕
し
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
後
は
江
戸
・
京
都
・
下
関
・
九
州
を
往
来
し
、
諸
大
名
や
有
力
武
士
に
能
を
指
南
し
て
回
る
生
活
を
送
る
。

寛
永
四
年
(
-
六
二
七
）

か
ら
六
年
(
-
六
―
一
九
）
に
か
け
て
の
年
次
を
持
つ
、
少
兵
衛
へ
の
能
入
門
の
起
請
文
が
中
村
家
に
数
多
く
残

さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
、
加
藤
家
が
改
易
と
な
る
と
、
少
兵
衛
嗣
子
正
辰
は
主
家
を
失
う
が
、
能

を
通
じ
て
少
兵
衛
と
親
し
か
っ
た
細
川
忠
利
に
厚
遇
で
召
し
抱
え
ら
れ
、
以
後
中
村
家
は
細
川
家
家
臣
と
し
て
明
治
維
新
を
迎
え
る
こ
と

表
氏
は
萩
原
兼
従
と
中
村
少
兵
衛
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
兼
従
が
細
川
家
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
た
め
生
じ
た
、
と
指
摘
し
て
お
ら
れ

（
兼
ヵ
）

ト
部

□ロ

寛
永
六
塩
竺
一
月
吉
日
萩
原

（
花
押
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る
。
兼
従
は
細
川
藤
孝
（
幽
斉
）

の
娘
を
丹
と
し
て
お
り
、
忠
利
と
は
い
と
こ
に
あ
た
る
。
中
村
家
で
も
、
享
保
十
一
年
(
-
七
―
一
六
）

二
月
に
、
少
兵
衛
の
子
孫
庄
右
衛
門
正
智
が
ま
と
め
た
「
翁
伝
授
書
」
（
中
村
家
文
書
―
一
三
号
）
に
「
萩
原
兼
従
卿
よ
り
翁
之
神
道
御
聞

被
成
度
由
、
曽
祖
父
方
江

座
二
て
者
難
申
上
段
御
請
申
上
候
慮
二
、
兼
従
卿
よ
り
御
神
文
被
為
拝
領
、
翁
之
神
道
不
残
御
相
伝
申
上
候
、
古
田
之
兼
治
卿
者
、
幽
斎

公
之
御
聟
二
而
御
座
候
故
、

三
斎
公
を
御
頼
二
而
御
尋
意
被
巾
候
、
苦
祖
父
申
上
候
者
、
至
極
秘
伝
之
儀
二
而
御
座
候
間
、
御
神
文
無
御

三
斎
公
茂
右
之
御
縁
二
而
兼
従
卿
二
茂
御
心
安
被
遊
候
、
右
兼
従
卿
之
御
神
文
ホ
今
所
持
居
申
候
、
世
上
二

（
マ
マ
）

用
ひ
候
神
文
と
ハ
違
、
伊
眸
諾
伊
罪
冊
尊
の
御
は
つ
を
か
う
む
る
べ
き
と
の
御
神
文
二
面
、
左
右
乃
御
手
の
裏
に
血
を
被
付
御
神
文
に

御
押
置
れ
候
」
と
あ
り
、
萩
原
兼
従
が
姻
戚
で
あ
る
細
川
三
斉
（
忠
興
）
を
通
じ
て
少
兵
衛
へ
翁
之
神
道
（
翁
大
事
）
の
伝
授
を
乞
う
た
、

と
伝
え
て
い
る
。
萩
原
起
請
文
は
ま
さ
に
こ
の
時
兼
従
が
少
兵
衛
に
提
出
し
た
起
請
文
な
の
で
あ
る
。

兼
従
の
起
請
文
が
中
村
家
に
存
在
す
る
経
緯
は
以
上
で
あ
る
が
、
次
に
書
式
の
詳
細
を
見
て
み
よ
う
。
料
紙
は
二
紙
か
ら
な
り
、
誓
約

内
容
で
あ
る
前
書
は
白
紙
（
タ
テ
ニ
五
・
三
セ
ン
チ
、

宝
印
（
タ
テ
ニ
十
三
セ
ン
チ
、

ョ
コ
―
―
十
五
・
六
セ
ン
チ
）
に
書
か
れ
、
神
文
は
左
上
に
貼
り
継
が
れ
た
那
智
滝

ョ
コ
一
1

十
八
・
ニ
セ
ン
チ
）
に
書
か
れ
て
い
る
。
署
判
は
署
名
と
花
押
の
み
で
血
判
は
無
く
、
紙
継
ぎ
目

か
ら
二
紙
日
に
か
け
て
朱
の
両
手
形
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
手
形
の
大
き
さ
は
、
右
手
中
指
か
ら
手
の
ひ
ら
付
け
根
ま
で
約
一
七
セ
ン
チ
、

左
中
指
か
ら
手
の
ひ
ら
付
け
根
ま
で
約
一
八
セ
ン
チ
、
左
手
の
ひ
ら
の
幅
は
約
八
セ
ン
チ
で
あ
る
。
右
手
の
ひ
ら
は
紙
継
ぎ
目
に
か
か
っ

て
い
た
た
め
計
測
で
き
な
か
っ
た
。
那
智
滝
宝
印
に
は
医
様
中
央
の
「
印
」
部
分
に
「
日
本
大
一
」
と
白
抜
き
で
棚
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、

那
智
滝
宝
印
で
は
江
戸
初
期
は
「
日
本
大
一
」
、
中
期
以
降
は
「
日
本
第
一
」
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
の
で
、
こ
の
傾
向
と

（
兼
ヵ
）

ま
さ
に
合
致
す
る
。
署
判
は
「
萩
原
」
と
大
き
め
の
文
字
で
書
き
、
改
行
し
「
卜
部

□口
」
と
記
し
た
う
え
で
花
押
を
据
え
て
い
る
。

「
兼
」
の
下
に
も
う
一
文
字
書
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
花
押
と
重
な
っ
て
判
読
で
ぎ
な
い
。
兼
従
の
署
判
は
佐
賀
実
相
院
文
書
で
二

(35) 

例
確
認
で
き
る
が
、
何
れ
も
萩
原
起
請
文
と
同
じ
青
ぎ
方
で
あ
り
、
化
押
の
形
状
も
似
通
っ
て
い
る
。
中
村
家
文
書
の
萩
原
起
請
文
は
、



54 

伝
来
の
経
緯
、
料
紙
に
使
用
さ
れ
た
那
智
滝
宝
印
の
作
成

f
想
年
次
、
署
判
の
形
式
、
花
押
の
形
状
、

の
ど
の
点
か
ら
み
て
も
兼
従
の
起

中
村
家
に
所
蔵
さ
れ
る
萩
原
起
請
文
の
朱
の
手
形
に
よ
っ
て
、
議
奏
東
園
基
量
に
「
於
古
田
家
以
手
形
為
誓
」
と
述
べ
た
員
従
の
、
上
張

は
正
し
か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
正
確
に
言
え
ば
、
「
萩
原
家
に
お
い
て
は
手
形
を
以
て
誓
い
と
為
す
」
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
「
兼
従
の
作
法
」
と
い
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
員
従
は
そ
れ
を
あ
え
て
、
「
古
田
家
の
作
法
」
と
し
て
強
調
し

山
口
和
夫
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
員
従
が
孟
血
判
を
避
け
手
形
を
据
え
て
起
泊
し
た
」
と
述
べ
、
据
え
た
の
は
手
の
ひ
ら
全
体
を
捺

す
「
手
形
」
と
し
た
う
え
で
、
「
江
戸
時
代
の
新
家
も
ま
た
、
自
我
を
確
立
す
る
基
盤
を
家
職
と
系
譜
に
求
め
た
」
と
指
摘
し
て
お
ら
れ

(36] 
る
。
筆
者
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
員
従
が
捺
し
た
の
は
手
形
で
は
な
く
左
い
の
指
の
判
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
は
山
口
氏
と
見

解
が
若
干
異
な
る
が
、
山
口
氏
の
指
摘
に
同
感
で
あ
る
。
員
従
は
古
川
家
の
作
法
を
強
調
し
、
白
ら
も
そ
れ
を
行
う
こ
と
で
、
吉
田
家
分

家
と
し
て
の
萩
原
家
の
立
場
と
権
威
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
貝
従
が
「
於
吉
田
家
以
手
形
為
誓
」
と
こ
と
さ
ら
強

調
し
た
の
は
、
対
外
的
に
は
萩
原
家
は
吉
田
家
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
吉
田
家
内
に
対
し
て
は
、

兼
従
の
作
法
を
古
田
家
の
作
法
と
し
て
再
認
識
さ
せ
る
効
呆
を
期
待
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
兼
従
死
去
か
ら
お
よ
そ
―

.
i
六

年
が
た
ち
、
幼
か
っ
た
吉
田
家
当
主
兼
連
が
教
学
・
行
法
両
面
で
の
返
伝
授
を
受
け
自
立
を
遂
げ
て
い
く
中
で
、
古
田
家
内
で
の
萩
原
家

の
立
場
は
微
妙
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
員
従
は
わ
ざ
わ
ざ
「
占
田
家
の
誓
い
の
し
る
し
は
手
形
で
あ
る
」

と
兼
従
の
作
法
を
吉
田
家
の
作
法
と
し
て
改
め
て
強
調
し
、
そ
の
う
え
で
指
判
を
捺
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
員
従
が
手
形
そ
の
も
の
で
は
な
く
指
判
を
捺
し
た
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、
実
務
的

な
理
由
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
需
元
天
皇
期
の
起
請
文
提
出
で
は
式
次
第
が
一
応
の
完
成
を
み
て
お
り
、
案
文

た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

請
文
と
し
て
納
得
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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を
渡
さ
れ
る
ー
起
請
文
を
作
成
し
武
家
仏
奏
邸
を
訪
れ
る
ー
議
奏
列
座
の
も
と
提
出
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
る
ー
と
い
っ
た
、
幕
府
起
請
文

泊―

儀
礼
に
よ
く
似
た
式
次
第
が
確
定
し
て
い
る
。
提
出
す
る
人
数
も
多
い
場
合
が
あ
り
、
儀
礼
の
滞
り
な
い
進
行
や
、
見
苦
し
く
な
い
所
作

が
求
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
俄
礼
の
中
で
、
手
の
ひ
ら
全
休
に
黒
を
つ
け
て
捺
す
「
手
形
」
で
は
、
準
備
に
も
後
始

末
に
も
時
間
が
か
か
り
過
ぎ
る
う
え
、
衣
服
や
畳
を
汚
す
恐
れ
も
あ
り
、
起
請
文
提
出
の
儀
礼
の
場
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
所
作
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
加
え
て
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
武
家
社
会
で
は
血
判
は
程
よ
い
大
き
さ
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
豊
臣
政
権

下
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
巨
大
な
血
判
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
が
、
こ
う
し
た
時
代
の
趨
勢
か
ら
、
員
従
が
手
形
で
は
な
く
通
常
の
血

判
に
近
い
指
判
を
据
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
古
田
家
に
は
「
以
手
形
為
誓
」
と
す
る
作
法
が
存
在
し
た
が
、
そ
れ
は
萩
原
兼
従
に
淵
源
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、

こ
の
作
法
に
基
づ
い
て
指
判
が
牛
ま
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
指
判
は
、
兼
従
自
身
が
考
案
し
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
員
従
や
吉
田

家
家
臣
た
ち
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
も
の
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
古
田
家
内
部
で
は
書
式
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

神
道
の
世
界
で
は
起
請
文
に
血
判
は
据
え
な
い
も
の
と
さ
れ
、
江
戸
時
代
中
期
に
は
そ
れ
は
一
般
常
識
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

が
、
江
戸
時
代
初
期
の
占
田
・
萩
原
家
で
は
血
判
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
手
形
や
指
判
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
光
茂
・
綱
茂
も
そ
の
作
法
に

従
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
初
期
(
+
七
世
紀
後
半
）
に
古
田
家
に
提
出
さ
れ
た
誓
詞
は
光
茂
・

綱
茂
の
も
の
し
か
現
存
せ
ず
、
こ
の
時
期
の
朱
指
判
の
事
例
が
光
茂
・
綱
茂
の
誓
詞
に
ほ
ぽ
限
定
さ
れ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
朱
指
判
が
、

今
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
他
大
名
の
誓
詞
に
も
捺
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
る
。

朱
指
判
が
兼
従
ゆ
か
り
の
も
の
と
す
る
と
、
光
茂
・
綱
茂
の
誓
詞
に
書
か
れ
て
い
る
「
両
神
」
を
勧
請
し
た
神
文
と
、
兼
従
起
請
文
の

「
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
」
を
勧
讀
し
た
神
文
に
つ
い
て
も
、
そ
の
共
通
点
が
気
に
な
っ
て
く
る
。
熊
本
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
目
録
に
よ

れ
ば
、
中
村
家
に
は
起
請
文
・
誓
詞
が
一
―
卜
九
通
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
全
文
書
を
調
脊
さ
れ
た
表
氏
は
、
萩
原
起
請
文
神
文
に
つ
い
て
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6
 

「
異
例
の
も
の
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
迩
の
中
村
少
兵
衛
の
子
孫
、
中
村
庄
右
衛
門
正
智
も
享
保
十
一
年
(
-
七
一
エ
ハ
）
「
翁

（
マ
マ
）

伝
授
書
」
の
な
か
で
「
世
ト
ニ
用
候
神
文
と
ハ
違
、
伊
罪
諾
伊
罪

OO尊
の
御
は
つ
を
か
う
む
る
べ
ぎ
と
の
御
神
文
二
而
」
と
評
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
「
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
」
の
両
神
を
勧
請
し
た
起
請
文
は
中
村
家
で
は
も
ち
ろ
ん
、
世
間
一
般
で
も
ほ
か
に
例
が
な
く
、

珍
し
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
、
光
茂
・
綱
茂
誓
詞
の
「
両
神
」
を
勧
請
し
た
神
文
は
吉
田
家
か
ら
提
示
さ
れ
た
こ

と
を
確
認
し
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
珍
し
い
「
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
」
の
両
神
を
勧
請
し
た
神
文
が
兼
従
の
起
請
文
に
も
使
わ
れ
て
い

る
以
上
、
光
茂
・
綱
茂
の
神
文
の
も
と
と
な
っ
た
の
は
、

や
は
り
こ
の
兼
従
の
神
文
で
あ
ろ
う
。
兼
従
の
神
文
を
吉
田
家
が
選
ん
だ
理
由

は
、
兼
従
自
身
が
案
文
を
作
成
し
た
か
、
或
い
は
兼
従
ゆ
か
り
の
神
文
と
し
て
尊
重
し
た
た
め
か
の
、
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。

誓
詞
書
式
の
改
変

前
項
ま
で
の
検
討
か
ら
、
光
茂
・
綱
茂
誓
詞
の
神
文
と
朱
指
判
が
萩
原
兼
従
ゆ
か
り
の
書
式
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
神

文
・
朱
指
判
が
誓
詞
案
文
と
し
て
い
つ
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
兼
従
の
死
か
ら
す
で
に
十
五
年
が
た
ち
、
吉
田
家
呼

主
兼
連
が
二
十
三
歳
に
な
っ
て
い
た
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
時
点
で
も
な
お
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。

こ
の
こ
と
は
、
兼
従
没
後
、
幼
‘
下
だ
っ
た
兼
連
が
成
人
し
、
古
田
家
当
主
と
し
て
実
力
を
兼
ね
備
え
て
い
っ
た
の
ち
、
兼
従
の
事
跡
を
ど

の
よ
う
に
扱
い
、
評
価
し
て
い
た
の
か
を
考
え
る
ひ
と
つ
の
材
料
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
吉
田
家
か
ら
光
茂
に
示
さ
れ
る
誓
詞
案
文
は
、
元
禄
五
年
（
ニ
ハ
九

4-）
ま
で
に
書
式
が
大
き
く
改
変
し
た
よ
う
だ
。
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古
田
左
兵
衛
督
殿

元
禄
五
年
卯
月
日

松
平
丹
後
守
光
茂
墨
判

同
前
之
条
、
秘
説
共
於
被
仰
聞
者
尤
可
為
過
分
事

一
、
諸
神
ハ
皆
日
神
之
化
現
之
由
承
候
へ
共
、
又
神
二
よ
り
さ
様
二
と
斗
も
難
申
御
座
候
哉
、
兎
角
手
二
取
候
程
二
迄
ハ
合
点
参
兼
候
、

一
、
拙
者
神
文
之
寓
、
去
年
鈴
鹿
石
見
守
よ
り
窮
被
相
越
候
得
共
、
布
ハ
一
應
之
申
述
ま
い
ら
せ
候
、
神
道
御
弟
子
罷
成
御
不
審
成
事

故
萩
原
殿
以
来
到
ホ
今
、
吉
田
御
家
江
承
せ
申
候
、
神
道
聯
以
疎
意
不
存
候
、
毛
頭
他
見
他
―
＾
ー
―
-
口
終
二
不
仕
候
、
向
ミ
迄
も
可
為

右
於
偽
者
、
日
本
之
大
小
神
祇
、
殊
氏
神
罰
可
罷
蒙
、
伯
誓
状
如
件
、

此
こ
と
く
い
た
し
進
申
度
候
、
可
然
被
思
召
候
ハ
ヽ
、
国
許
よ
り
認
進
入
可
仕
候
、
已
上
、

共
無
腹
蔵
得
御
意
度
、
千
万
存
候
条

一
筆
相
改
い
た
し
進
入
仕
度
存
候
、
ヶ
様
ニ
ハ
如
何
候
半
哉
、

神
道
根
本
承
知
仕
度
念
願
候
、
如
何

nT仕
哉

せ
申
儀
ハ
不
苦
思
召
候
哉
、
御
返
事
可
被
仰
聞
候

一
、
先
年
故
萩
原
殿
よ
り
御
相
博
申
候
和
歌
之
三
神
、
極
ミ
秘
説
と
ハ
承
及
候
得
共
、
説
ミ
多
キ
様
二
も
申
候
、
正
義
御
相
他
尤
諄
申

（
頗
ヵ
）

間
敷
候
、
乍
去
御
家
被
秘
候
謂
候
而
、
被
残
置
候
哉
、
頼
難
申
入
候
、
様
子
成
共
承
度
存
候
故
、
御
尋
印
候
、

一
、
去
年
哉
覧
、
於

覚

御
前
中
臣
祓
御
講
釈
被
成
候
由
風
聞
候
、
山
村
外
記
へ
御
博
之
中
臣
祓
注
同
前
筋
二
候
哉
否
、

一
、
日
本
紀
之
内
神
代
巻
ハ
神
道
者
よ
り
講
釈
申
物
二
御
座
候
哉
、
先
年
窮
置
申
候
抄
分
二
而
ハ
中
／
＼
合
点
参
兼
候
、
誰
そ
上
を
習

⑥
（
元
禄
五
年
卯
月
）
鍋
島
光
茂
槌
（
六
ニ
ヒ
号
）
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れ
な
い
。

右
⑥
光
茂
覚
に
は
年
次
・
差
出
・
宛
名
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
包
紙
上
書
に
「
古
川
侍
従
様

に
記
さ
れ
て
い
る
誓
詞
案
文
の
日
付
が
元
禄
五
年
二
六
九
二
）
卯
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
禄
五
年
に
内
か
れ
た
光
茂
の
覚
で
あ
る
こ

-
1
ご
は
和
歌
一
二
神
・
中
臣
祓
・
日
本
書
紀
神
代
巻
に
つ
い
て
の
質
間
、

四
は
諸
神

は
日
の
神
の
化
現
で
あ
る
、
と
の
説
に
対
す
る
質
間
、
そ
し
て
五
は
光
茂
が
今
度
提
出
す
る
誓
詞
の
内
容
に
つ
い
て
の
間
い
合
わ
せ
、
と

な
っ
て
い
る
。
光
茂
は
ど
の
よ
う
な
伝
授
を
受
け
よ
う
と
し
て
五
ヶ
条
目
に
み
え
る
誓
詞
を
書
こ
う
と
し
た
の
か
、
は
っ
苔
り
し
な
い
が
、

和
歌
一
二
神
や
中
臣
祓
、
「

H
本
書
紀
神
代
巻
」
に
関
す
る
兼
連
の
講
釈
に
、
多
大
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
光
茂
は
、
和

歌
一
二
神
は
万
治
三
年
（
一
六
六

0
)
に
兼
従
か
ら
伝
授
を
受
け
、
中
臣
祓
は
寛
文
几
年
(
-
六
六
九
）
家
臣
山
村
外
記
を
通
し
て
伝
授
を

受
け
た
と
み
ら
れ
る
が
、
「
御
広
間
雑
記
」
に
は
、
光
茂
が
誰
か
ら
伝
授
を
受
け
た
か
に
つ
い
て
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
明
で
あ
る
。

古
川
家
当
主
兼
連
は
前
年
の
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
、
古
川
惟
足
か
ら
教
学
の
返
伝
授
を
受
け
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
中
臣
戚
な
ど
の
行

法
に
関
し
て
は
、
兼
連
成
人
ま
で
の
中
継
ぎ
と
し
て
一
時
的
に
兼
従
か
ら
伝
授
を
受
け
た
家
臣
鈴
鹿
左
京
（
中
臣
和
之
）

授
を
受
け
て
お
ら
ず
、
光
茂
は
兼
連
で
は
な
く
、
鈴
鹿
左
京
か
ら
中
臣
祓
の
伝
授
を
受
け
た
刈
能
性
も
あ
る
。

か
ら
ま
だ
返
伝

兼
連
は
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
鈴
鹿
左
京
か
ら
返
伝
授
を
受
け
、
応
禄
^
/
T
(
ム
し
ハ
九

0
)
に
は
霊
元
院
に
中
臣
祓
を
講
釈
す
る

ほ
ど
に
成
長
し
、
名
声
が
高
ま
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
、
光
茂
は
か
つ
て
兼
従
な
ど
兼
連
以
外
の
人
物
か
ら
伝
授
を
受
け
た
和
歌
：
神
・

中
臣
祓
・
日
本
書
紀
神
代
巻
に
つ
い
て
、
兼
連
の
説
を
改
め
て
学
ぶ
意
欲
を
持
ち
、
そ
の
た
め
に
誓
詞
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
し

光
茂
は
こ
の
誓
詞
に
つ
い
て
、
「
拙
者
神
文
之
窮
、
去
年
鈴
鹿
石
見
守
よ
り
窃
被
相
越
候
得
共
」
と
述
べ
て
お
り
、
「
光
茂
が
書
く
べ
き

誓
詞
の
写
11

吉
田
家
が
光
茂
に
示
し
た
誓
詞
案
文
」
が
、
鈴
鹿
石
見
守
か
ら
送
ら
れ
、
光
茂
は
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
「
右
於
偽
者
、

之
大
小
神
祇
、
殊
氏
神
罰
可
罷
蒙
、
初
誓
状
如
件
」
と
神
文
に
渭
ぎ
、
朱
指
判
で
は
な
く
「
墨
判
」

と
が
わ
か
る
。
内
容
は
五
ヶ
条
か
ら
な
っ
て
お
り
、

H
本

11

花
押
を
据
え
た
珈
言
詞
を
提
出
し
よ

松
平
丹
後
守
」
と
あ
る
こ
と
、
文
中
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う
と
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
延
宝
三
年
二
六
七
五
）

か
ら
元
禄
五
年
（
一
六
九
一
＾
）
ま
で
の
間
に
、
吉
田
家
か

ら
光
茂
に
提
小
し
た
誓
詞
書
式
は
人
き
く
変
化
し
、
神
文
が
そ
れ
ま
で
の
「
両
神
・
氏
神
の
照
覧
」
か
ら
「
天
神
地
祇
・
氏
神
の
神
罰
を

蒙
る
」
も
の
と
な
り
、
朱
指
判
は
据
え
ら
れ
ず
、
署
名
と
化
押
の
み
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

「
両
神
（
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
）
」
が
勧
請
さ
れ
ず
、
朱
指
判
も
捺
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、

指
判
を
捺
し
た
誓
詞
は
受
け
取
ら
な
い
、
と
い
う
ほ
ど
の
強
い
意
向
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

誓
詞
書
式
の
改
変
は
、
勧
諭
す
る
神
々
で
は
な
く
、
神
仏
の
認
可
文
直
（
照
屁
•
明
賭
な
ど
）

可
文
言
（
照
覧
・
明
竪
）
を
使
う
事
例
が
多
い
。
た
め
し
に
元
禄
五
年
（
一
六
九
―
-
）

や
は
り
ひ
と
つ
に
は
、
吉
田
家

の
中
に
兼
従
の
影
郷
畜
を
払
拭
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
教
学
・
行
法
及
方
の
返
伝
授
を
受
け
、
霊
元
院
に
神

道
講
釈
を
行
う
ま
で
成
長
し
た
兼
連
を
当
主
と
し
て
い
た
だ
＜
古
田
家
に
と
っ
て
、
兼
従
ゆ
か
り
の
誓
詞
書
式
に
こ
だ
わ
る
理
由
は
も
は

や
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
誓
詞
書
式
改
変
の
理
由
の
第
一
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

松
岡
雄
淵
が
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
に
朱
指
判
を
捺
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
胤
従
の
影
郷
芦
を
払
拭
し
よ
う
と
し
た
と
言
っ
て
も
、
朱

か
ら
自
己
呪
訊
文
言
（
「
神
罰
を
蒙
る
」

へ
の
変
更
に
屯
点
を
慣
い
て
考
え
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
起
蘭
文
の
神
文
に
は
、
誓
い
を
破
っ
た
場
合
、
神
仏
の
罰

が
％
た
る
、
と
す
る
自
己
呪
謁
文
言
（
「
神
罰
を
蒙
る
」
な
ど
）
を
書
く
場
合
と
、
「
自
分
が
誓
っ
た
こ
と
は
神
仏
の
認
許
を
得
て
い
る
」

と
し
て
、
誓
約
に
神
仏
の
認
可
（
照
覧
・
明
緊
）
と
い
う
権
威
を
添
付
す
る
場
合
の
二
種
類
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
起
請
文
発
生
期
か
ら
み

ら
れ
る
形
式
で
あ
る
が
、
近
世
起
請
文
に
限
っ
て
一
―
―
ー
ロ
え
ば
、
武
家
社
会
の
神
文
は
ど
ち
ら
の
形
式
も
使
う
が
、
公
家
の
場
合
、
神
仏
の
認

以
降
に
古
田
家
に
提
出
さ
れ
た
誓
詞
の
中
か
ら
自

己
呪
出
文
言
（
「
神
罰
を
蒙
る
」
な
ど
）
を
使
用
し
た
誓
詞
と
、
神
仏
の
認
可
文
．
9
-

口
（
照
覧
・
明
竪
な
ど
）
を
使
用
し
た
誓
詞
を
拾
い
出
し

て
み
る
と
、
自
己
呪
晶
文
言
は
大
名
・
大
名
家
臣
が
十
四
通
中
十
一
□
通
、
公
家
が
|
-
―
通
中
二
通
、
吉
田
家
臣
が
八
通
中
六
通
、
地
方
神

、
モ
、
能
役
者
が
四
通
中
四
通
で
あ
る
。
神
仏
の
認
可
文
言
は
、
大
名
・
大
名
家
臣
が
十
四
通
中
一
通
、
公
家
が
十
二
通
中
五
通
、
古
田
家

な
ど
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能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

鍾
愛
候
也
」
と
の
文
言
が
四
通
あ
っ
た
。
ま
た
、
女
性
の
誓
詞
（
⑭
）

の
⑦
一
通
の
み
「
照
覧
」
を
使
っ
て
お
り
、
当
て
は
ま
ら
な
い
が
、

ヘ

臣
が
八
通
中
一
通
、
地
方
神
主
、
能
役
者
が
四
通
中
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
。
な
お
、
公
家
の
盟
詞
に
は
上
記
の
分
類
に
入
ら
な
い
「
PJ
漏
祖
神

は
「
神
罰
を
蒙
る
」
文
言
で
あ
っ
た
。
宝
永
四
年
二
七

0
七）

元
禄
万
年
以
降
は
大
名
及
び
そ
の
家
臣
は
基
本
的
に
み
な
「
神
罰
を

蒙
る
」
文
言
を
使
う
書
式
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
公
家
は
、
位
階
に
よ
っ
て
大
ま
か
な
区
別
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
す
な
わ
ち
、
公
家
で
自
己
呪
祖
文
言
を
使
う
書
式
で
書
い
て
い
る
の
は
、
⑳
萩
原
兼
武
（
従
四
位
上
）
‘
⑳
穂
波
晴
宣
（
正
三
位
）
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
萩
原
兼
武
は
従
一
＾
一
位
に
昇
進
し
て
か
ら
は
神
仏
の
認
可
文
言
（
照
覧
・
明
緊
）
を
使
用
し
て
い
る
の
で
（
⑳
）
、
従
一
元
一
位

以
上
11

公
卿
は
、
自
己
呪
誼
文
言
を
使
わ
な
い
と
す
る
思
想
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
⑳
の
穂
波
晴
宜
は
正

三
位
で
も
自
己
呪
誼
文
言
を
使
っ
て
い
る
し
、
正
四
位
上
の
⑳
万
里
小
路
淳
房
は
「
天
神
地
祇
證
明
候
」
と
記
し
て
い
る
の
で
、
公
家
に

対
し
て
は
厳
密
な
区
分
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、
少
な
く
と
も
武
卜
に
対
し
て
は
こ
の
区
別
は
厳
密
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
元
禄
五

年
（
一
六
九
二
）
段
階
で
従
四
位
下
で
あ
っ
た
光
茂
が
、
神
仏
の
認
可
文
言
（
「
照
覧
」
）

か
ら
自
己
呪
晶
文
言
（
「
氏
神
罰
可
罷
蒙
」
）

改
変
さ
れ
た
誓
詞
案
文
を
示
さ
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
吉
田
家
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
、
身
分
に
よ
る
誓
詞
文
―
―
国
の
差
別
化
が
原
因
で
あ

以
上
の
検
討
か
ら
、
吉
田
家
で
は
、
延
宝
三
年
(
-
六
七
五
）

か
ら
几
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
ま
で
の
あ
い
だ
に
、
神
仏
の
認
可
文
言

（
照
覧
・
明
竪
）
の
神
文
は
従
三
位
以
上
、
則
ち
公
卿
の
神
文
に
限
り
、
そ
れ
以
外
の
身
分
の
者
、
特
に
武
士
に
は
こ
の
文
言
は
使
わ
せ
な

い
、
と
し
た
誓
詞
書
式
の
身
分
ご
と
の
差
別
化
が
始
ま
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
。

そ
し
て
、
朱
指
判
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
朱
指
判
が
兼
従
も
し
く
は
員
従
の
発
案
だ
か
ら
避
け
る
、
と
い
う
こ
と
も
確

か
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
、
血
を
忌
む
思
想
が
古
田
家
（
兼
連
）

の
中
で
よ
り
強
ま
っ
た
た
め
に
捺
さ
れ
な
く
な
っ
た
可
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ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

朱
の
手
形
を
据
え
た
萩
原
兼
従
起
請
文
に
つ
い
て
、
宛
先
中
村
少
兵
衛
の
子
孫
庄
右
衛
門
正
智
は
、
享
保
十
一
年
(
-
七
一
一
六
）
二
月

（
マ
マ
）

「
翁
伝
授
害
」
（
中
村
家
文
書
一
―
二
号
）
で
、
「
石
兼
従
卿
之
御
神
文
が
今
所
持
在
山
候
、
軋
上
二
用
候
神
文
と
ハ
違
、
伊
罪
諾
伊
罪
冊

尊
の
御
は
つ
を
か
う
む
る
べ
き
と
の
御
神
文
二
而
、
左
布
乃
御
手
の
裏
に
血
を
被
付
御
神
文
に
御
押
置
れ
候
、
」
と
述
べ
、
血
を
つ
け
て
捺

し
た
手
形
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
本
当
に
血
を
つ
け
て
捺
し
た
か
ど
う
か
別
に
し
て
、
中
村
家
で
は
兼
従
の
朱
の
手
形
は
血

で
捺
し
た
手
形
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
き
て
お
り
、
お
そ
ら
く
朱
11

血
の
イ
メ
ー
ジ
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
す
で

に
確
認
し
た
よ
う
に
、
「
基
量
卿
記
」
に
記
さ
れ
て
い
た
員
従
の
指
判
も
、
血
判
の
代
わ
り
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
「
碁
量
卿
記
」
で

員
従
自
身
が
「
依
神
職
、
血
判
之
義
辞
申
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
血
を
忌
み
、
血
判
を
据
え
る
こ
と
を
避
け
る
の
が
一
般
的
で

あ
っ
た
神
職
の
家
に
お
い
て
、
あ
え
て
手
形
を
誓
い
の
印
と
し
、
指
判
を
捺
し
て
い
た
の
は
萩
原
兼
従
・
員
従
で
あ
っ
た
が
、
吉
田
家
で

は
兼
連
の
成
長
に
伴
っ
て
、
血
に
対
す
る
息
想
に
修
正
が
く
わ
え
ら
れ
、
以
降
吉
田
家
で
は
血
を
連
想
さ
せ
る
朱
指
判
は
次
第
に
避
け
ら

こ
の
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
文
書
か
ひ
と
つ
あ
る
。
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
、
朱
指
判
を
据
え
た
延
享
元
年
九
月
四

日
付
の
松
岡
雄
淵
誓
詞
（
⑳
)

の
写
（
古
65|147)
で
あ
る
。
天
理
図
書
館
の
目
録
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
吉
田
兼
雄
の
筆
蹟
で
あ
る
と
の

こ
と
だ
が
、
原
本
と
写
は
文
言
が
一
一
ヵ
所
異
な
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
原
本
「
熱
田
大
神
宮
」
が
写
で
は
「
熱
田
大
明
神
」
と
な
っ
て

い
る
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
署
名
の
部
分
で
、
原
本
「
松
岡
下
総
尾
張
雄
淵
」
が
、
写
で
は
「
尾
張
雄
淵
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
し
か
し
、
な
に
よ
り
注
目
す
べ
き
は
朱
指
判
の
部
分
で
、
写
に
は
「
書
判
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
み
で
、
原
本
に
捺
さ
れ
て
い
る
朱

指
判
に
つ
い
て
の
注
記
は
な
い
。
こ
の
写
が
兼
雄
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
誓
詞
原
本
を
見
て
写
し
た
は
ず
で
あ
る
。

朱
指
判
が
捺
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
兼
雄
が
そ
の
旨
を
心
さ
な
か
っ
た
の
は
、
血
を
連
想
さ
せ
る
朱
指
判
を
忌
み
、
避
け
た
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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た
人
々
の
間
で
は
認
知
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

松
岡
雄
淵
が
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
に
朱
指
判
を
誓
詞
に
捺
し
た
事
情
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
萩
原
家
と
親
し
か
っ
た
こ
と
と
関

係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
雄
淵
の
弟

f
越
智
定
安
か
筆
録
し
た
松
岡
家
の
記
録
詔
年
中
雑
録
』

に
は
、
天
明
三
年
（
一
じ
八
一
―
^
)
+
-

月
十
三
日
に
雄
淵
が
亡
く
な
っ
た
際
、
葬
儀
に
は
萩
原
家
の
使
者
ば
か
り
で
は
な
く
、
当

t
員
伯
も
参
列
し
、
雄
淵
の
霊
号
は
員
領
の
父

兼
武
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
旨
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
雄
淵
と
萩
原
家
と
の
親
交
の
深
さ
が
察
せ
ら
れ
る
。
雄
淵
は
悲
本
的
に
は
垂
加
神
道

家
で
あ
る
が
、
垂
加
神
道
の
提
唱
者
山
崎
闇
斎
は
吉
川
惟
足
か
ら
神
道
を
学
ん
だ
人
物
で
あ
り
、
古
川
惟
足
は
萩
原
兼
従
か
ら
吉
田
神
道

の
最
重
要
奥
義
を
伝
授
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
雄
淵
と
萩
原
家
と
の
親
密
さ
の
背
景
に
は
雄
淵
の
な
か
に
、
兼
従
を
慕
い
、
敬
う
感
情
が

あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
員
領
と
の
交
際
の
中
で
朱
指
判
の
知
識
を
得
た
雄
淵
が
兼
従
に
倣
っ
て
古
田
家
へ
の
誓
詞
に
朱
指
判
を
捺
し
た

兼
従
へ
の
親
し
み
、
怜
敬
の
念
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
光
茂
に
も
阿
様
の
こ
と
か
言
え
る
°
光
茂
は
⑥
詑
で
、
鈴
鹿
石
見
守
が
送
っ

て
き
た
誓
詞
写
に
「
故
萩
原
殿
以
来
到
ホ
今
」
の
一
文
を
加
え
て
、
「
こ
の
様
に
苫
き
加
え
た
い
が
如
何
で
し
ょ
う
か
」
と
吉
田
家
の
怠
向

を
間
い
合
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
光
＂
戊
は
秋
原
殿
（
兼
従
）
か
ら
伝
授
を
受
け
た
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い

る
。
光
茂
は
①
・
②
で
も
「
神
道
此
已
前
萩
原
殿
二
而
承
候
儀
」
と
晶
す
な
ど
、
誓
詞
に
は
必
ず
兼
従
が
神
道
の
師
で
あ
る
こ
と
を
明
晶

し
て
尊
重
し
て
お
り
、
光
茂
が
朱
指
判
を
捺
し
た
背
景
に
は
、
師
兼
従
へ
の
親
し
み
や
、
敬
う
気
持
ち
が
存
在
す
る
よ
う
に
も
息
わ
れ
る
。

朱
指
判
は
延
享
元
年
を
境
に
吉
田
家
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
以
前
に
は
兼
従
ゆ
か
り
の
判
と
し
て
、
兼
従
か
ら
教
え
を
受
け

と
し
て
も
不
息
議
で
は
な
い
。
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國
學
院
大
學
屈
書
館
所
蔵
古
田
文
書
で
確
認
さ
れ
た
朱
指
判
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
き
た
が
、
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
る

と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

朱
指
判
は
、
虹
文
八
年
（
一
六
六
八
）
か
ら
延
宝
三
年
（
一
人
七
九
）
の
間
に
古
田
兼
連
に
提
出
さ
れ
た
、
鍋
島
光
茂
・
網
茂
父
子
の
神

道
伝
授
誓
詞
四
通
と
、
延
亨
冗
年
（
一
七
四
四
）
に
垂
加
神
道
家
で
古
田
家
学
頭
を
務
め
た
松
岡
雄
淵
が
吉
田
兼
雄
に
提
出
し
た
誓
詞
一

通
に
捺
さ
れ
た
、
血
判
に
代
わ
る
判
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
左
右
の
指
各
一
本
の
上
部
約
ニ
セ
ン
チ
ほ
ど
の
部
分
に
朱
を
塗
り
、
花
押
の
上

に
重
ね
る
よ
う
に
一
一
本
揃
え
て
捺
し
た
も
の
で
、
五
通
は
み
な
同
じ
形
状
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

れ
る
。
誓
詞
に
捺
し
た
こ
の
よ
う
な
判
に
つ
い
て
今
ま
で
報
告
例
は
な
く
、
「
朱
指
判
」
と
の
名
称
も
、
筆
者
が
仮
に
名
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

朱
指
判
の
淵
源
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
吉
田
家
分
家
で
豊
国
神
社
詞
官
で
あ
っ
た
萩
原
兼
従
が
血
判
の
代
わ
り
と
し
て
朱
の
手
形
を

捺
し
た
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）

の
起
請
文
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
、
霊
冗
尺
白
主
の
議
奏
で
あ
っ
た
東
園
甚
量
の
日
記
「
基
景
卿
記
」
貞

享
一
二
年
(
-
六
八
六
）
十
一
月
卜
四

H
条
に
、
兼
従
の
養
嗣
子
員
従
が
「
古
田
家
で
は
手
形
を
誓
い
の
し
る
し
と
す
る
」
と
述
べ
た
う
え

で
富
元
天
皇
へ
の
起
請
文
に
指
判
を
捺
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
朱
指
判
は
萩
原
兼
従
又
は
貝
従
発
案
の
判
で
あ
っ
た
可

能
性
が
あ
る
。
古
田
家
で
は
神
道
伝
授
の
誓
詞
は
案
文
が
古
田
家
か
ら
が
さ
れ
、
提
出
者
は
そ
の
案
文
に
従
っ
て
誓
詞
を
作
成
し
た
と
み

ら
れ
る
の
で
、
光
茂
・
綱
茂
の
指
判
は
古
田
家
か
ら
の
指
示
で
捺
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
光
茂
・
綱
茂
の
神
文
は
「
両
神
」

イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
を
勧
請
し
た
珍
し
い
も
の
だ
が
、
こ
れ
も
兼
従
の
神
文
に
倣
っ
た
神
文
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
万
治
三
年
（
一

六
六

0
)
に
死
去
し
た
兼
従
の
思
想
が
反
映
し
た
誓
詞
書
式
が
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）

ま
と
め

か
ら
延
宝
二
年
（
一
六
七
五
）
ま
で
吉
田
家
で

使
用
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
誓
詞
書
式
は
古
田
家
に
お
け
る
服
従
の
存
在
感
を
目
パ
体
的
に
語
る
史
料
と
し
て
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
定
の
作
法
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
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こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
付
記
）
本
稿
作
成
に
際
し
、
萩
原
起
請
文
の
熟
覧
を
快
く
お
許
し
く
だ
さ
っ
た
金
春
流
中
村
家
御
当

t
中
村
勝
氏
に
心
か
ら
お
礼
を
申
し

上
げ
た
い
。
ま
た
、
吉
田
文
書
の
読
解
に
つ
い
て
は
、
千
々
和
到
先
生
始
め
ゼ
ミ
参
加
忠
氏
か
ら
多
く
の
ご
教
示
、
ご
協
力
を
賜
っ
た
。

用
さ
れ
て
い
く
様
子
を
桓
間
み
る
こ
と
と
な
っ
た
。

朱
指
判
が
据
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
理
由
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
十
分
な
答
え
を
出
せ
ず
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
松
岡
雄
淵

と
萩
原
家
と
の
親
交
と
、
吉
田
兼
連
・
兼
雄
の
血
を
忌
む
思
想
、

古
田
家
で
は
神
道
伝
授
に
際
し
誓
詞
の
提
出
を
求
め
、
延
宝
三
年
（
一
六
じ
斤
）
か
ら
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
ま
で
の
間
に
、
吉
田

家
内
に
誓
詞
提
出
を
制
度
化
し
、
提
出
者
を
序
列
化
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
芽
生
え
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
誓
詞
制
度
が
整
備
さ
れ

て
い
く
の
は
、
江
戸
幕
府
で
も
大
名
家
で
も
お
お
む
ね
元
禄
年
間
(
-
六
八
八
＼
一
七

0
四）

筆
者
も
含
め
て
、
近
年
の
近
世
起
請
文
研
究
は
武
家
社
会
が
中
心
で
、
公
家
杜
会
に
は
あ
ま
り

H
を
向
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
吉
田

家
の
朱
指
判
と
い
う
希
少
な
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
は
か
ら
ず
も
公
家
杜
会
で
も
醤
詞
が
家
職
の
権
威
付
け
や
人
々
の
序
列
化
に
利

し
、
差
別
化
を
進
め
る
た
め
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
ろ
か
ら
吉
田
家

兼
従
ゆ
か
り
の
誓
詞
書
式
で
あ
る
、
朱
指
判
と
「
両
神
」
を
勧
請
し
た
神
文
は
、
延
宝
—
-
．
年
（
一
六
七
五
）
以
降
元
禄
五
年
（
一
六
九

二
）
ま
で
の
間
に
吉
川
家
で
は
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
が
、
こ
れ
は
兼
従
の
息
想
を
払
拭
す
る
と
と
も
に
、

内
の
誓
詞
制
度
が
整
備
さ
れ
、
誓
詞
書
式
の
身
分
に
よ
る
序
列
・
差
別
化
が
明
確
に
な
っ
た
結
果
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
両
神
」
が

勧
請
さ
れ
な
く
な
る
と
同
時
に
、
神
文
に
書
か
れ
る
神
仏
の
認
可
文
言
（
照
覧
・
明
賭
）
が
武
士
に
は
使
用
さ
れ
な
く
な
り
、
勧
請
す
る

神
仏
も
「
天
神
地
祇
・
氏
神
」
な
ど
一
般
的
な
も
の
と
な
る
。
誓
詞
書
式
の
改
変
は
、
武
卜
の
神
文
と
公
卿
の
神
文
と
の
差
異
を
明
確
に

の
二
つ
の
視
点
に
留
應
し
て
検
討
を
進
め
た
い
。

で
あ
り
、
吉
田
家
の
動
き
と
合
致
す
る
。
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註(
1
)

佐
藤
進
一
氏
は
『
占
文
書
学
入
門
』
（
法
政
大
学
出
版
局
・
一
九

じ
八
年
・
一
九
ヒ
一
年
初
版
）
一
「
一
＾
一
三
貝
で
「
あ
る
事
柄
に
つ
い
て

偽
り
の
な
い
旨
を
宣
誓
し
、
つ
ぎ
に
、
も
し
偽
り
が
あ
れ
ば
神
仏
の

罰
を
蒙
る
べ
き
こ
と
の
二
点
を
記
述
」
し
た
文
書
を
起
請
文
と
定
義

し
て
お
ら
れ
る
。
筆
者
は
佐
藤
氏
の
定
義
に
従
う
も
の
で
あ
る
が
、

吉
田
文
書
に
は
、
「
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
偽
り
の
な
い
旨
を
宣
誓
」

し
、
文
中
に
「
誓
」
「
盟
約
」
の
文
百
を
含
み
な
が
ら
も
神
文
の
無
い

文
書
や
、
宣
命
書
の
文
書
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
が
あ
り
、
佐
藤

氏
の
い
う
起
請
文
の
定
義
に
合
わ
な
い
文
書
が
多
く
含
ま
れ
る
。
そ

こ
で
、
本
稿
で
は
吉
田
文
書
に
つ
い
て
は
「
起
請
文
」
と
い
う
用
語

は
使
用
せ
ず
、
「
誓
詞
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
ま

た
、
本
稿
で
の
「
瞥
詞
」
の
要
件
は
、
神
仏
へ
の
誓
い
の
文
言
が
あ

る
こ
と
、
文
中
に
「
誓
」
「
盟
約
」
な
ど
の
文
言
が
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
、
の
二
点
と
し
た
。
こ
の
基
準
で
「
誓
詞
」
と
し
た
文
書
が
三

t

八
通
あ
る
。

(
2
)

古
田
文
書
の
朱
指
判
の
存
在
は
、
堀
越
祐
一
氏
か
ら
教
え
て
い

た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

(
3
)

佐
藤
進
一
氏
『
古
文
書
学
入
門
』
（
法
政
大
学
出
版
会
・
一
九
七

八
年
・
初
版
一
九
七
一
年
）

(
4
)

石
井
良
助
氏
『
は
ん
』
（
学
生
杜
・
一
九
六
四
年
初
版
、

0
年）

一
九
七

束
大
寺
文
書
の
世
界
』
（
奈
良
国
立
博
物
館
絹
．

(
5
)

『
特
別
展

九
九
九
年
）

(
6
)

冒
頭
で
述
べ
た
、
指
に
墨
を
つ
け
て
捺
す
判
の
事
例
は
、
捺
さ

れ
て
い
る
角
度
か
ら
、
何
れ
も
片
手
の
指
一
本
乃
至
三
本
で
捺
し
た

と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
こ
の
万
通
の
朱
指
判
は
、
左
右
か
ら
や

や
斜
め
の
角
度
で
．
一
っ
捺
さ
れ
て
お
り
、
左
右
の
指
各
一
本
を
捺
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
7
)

「
宮
沢
安
通

t
京
日
記
」
四
九
四
頁
（
『
神
道
大
系
論
説
編
九

ト
部
神
道
（
ド
）
』
財
団
法
人
神
道
大
系
編
慕
会
・
一
九
九
一
年
）
。

(
8
)

「
享
和
冗
年
藤
原
吉
伴
継

H
上
京
記
」
一
一
月
十
日
条
。
（
橋
本

政
窮
氏
「
吉
田
神
道
伝
受
の
上
京

H
記
ー
享
和
元
年
越
前
大
虫
社
の

岡
野
吉
伴
日
記
ー
」
・
『
園
學
院
雑
誌
第
一

0
四
巻
第
十
一
号
』
．
―

1
0

0
三
年
）
。

(
9
)

神
文
の
制
は
、
文
字
・
語
句
が
異
な
っ
て
い
て
も
神
名
以
外
で

あ
れ
ば
、
同
一
神
文
と
認
定
し
た
。
ま
た
そ
の
神
文
だ
け
で
他
に
事

例
が
な
い
場
合
、
「
そ
の
他
」
と
し
た
。

(10)

近
年
支
藩
鹿
島
鍋
島
家
と
垂
加
神
道
に
つ
い
て
の
研
究
が
井
上

敏
幸
氏
・
川
平
敏
文
氏
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
井
上
敏
幸
氏

「
鍋
島
直
郷
の
文
事
付
旧
郷
五
十
賀
集
『
松
濤
編
』
」
（
『
共
同
研
究

報
告
書
鹿
島
鍋
島
藩
の
政
治
と
文
化
』
・
共
同
研
究
「
江
戸
時
代
中

期
文
人
大
名
に
見
る
学
芸
と
思
想
に
関
す
る
総
合
的
研
究
ー
佐
賀
鹿

島
第
6
代
藩
主
鍋
島
直
郷
の
事
跡
を
中
心
に
ー
」
研
究
代
表
者
・
井
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上
敏
幸
編
・
ニ
0
0
八
年
）
•
川
平
敏
文
氏
「
肥
前
鹿
島
藩
主
鍋
島
家

の
神
道
書
と
そ
の
周
辺
ー
新
出
「
神
道
伝
授
秘
函
』
を
中
心
に
ー
」

（
『
調
査
研
究
報
告
三
十
三
号
』
国
文
学
研
究
資
料
館
・
ニ

0
―ニ

年）
(11)

幡
鎌
一
弘
氏
①
『
古
田
神
道
家
「
御
広
間
雑
記
」
の
記
載
瑣
目

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と
神
道
記
録
の
研
究
』
（
平
成

1
5
1
1
7
年
度
科

学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究

(
C
)
研
究
成
果
報
告
書
・
ニ

0
0

六
年
）
‘
②
『
近
世
神
道
史
研
究
と
「
御
広
間
雑
記
」
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
化
』
（
平
成

19
年
度
ー

21
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究

(
C
)
研
究
成
果
報
告
書
・
―

1
0
1
0
年
）
な
お
、
幡
鎌
氏
は
「
十
し

世
紀
中
葉
に
お
け
る
占
田
家
の
活
動
確
立
期
と
し
て
の
寛
文
期
」

（
三
浦
正
幸
編
『
国
立
歴
史
民
俗
悼
物
館
研
究
報
告
第
一
四
八
集
l

共
同
研
究
]
神
仏
信
仰
に
関
す
る
通
史
的
研
究
』
・
ニ

0
0
八
年
）
の

な
か
で
「
御
広
間
雑
記
」
を
工
口
田
家
の
玄
関
帳
」
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。

(12)

「
卜
部
家
系
譜
」
（
『
神
道
大
系
論
説
編
八
卜
部
神
道
（
卜
）
』

財
団
法
人
神
道
大
系
絹
纂
会
・
一
九
八
五
年
）

(13)

「
御
広
間
雑
記
」
（
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
。
以
下

「
広
」
と
略
記
）
万
治
一
一
生
年
八
月
二
十
一
日
条
に
「
松
平
丹
後
守
殿
よ

り
御
使
札
、
去
春
口
被
頼
被
指
上
候
虐
神
道
種
々
御
相
伝
、
其
上
御

懇
之
段
為
一
札
、
京
都
使
者
藤
本
宗
真
、
使
者
土
名
与
左
衛
門
同
道
」

と
あ
る
。

(14)

「
中
臣
和
之
日
記
」
万
治
一
二
年
一
月
―
―
十
九
日
条
、
六
月
二
十
五

H
条
（
幡
鎌
一
弘
氏
「
「
中
臣
和
之
日
記
」
（
万
治
三
年
）
」
・
『
天
理
図

書
館
報
ビ
ブ
リ
ア
ニ
＿
三
号
』
・
―

1
0
0
九
年
）
。
以
下
「
中
」
と

各ーし。

圃＝―＝
n

(15)

『
国
史
大
辞
典
第
十
一
巻
』
（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
九

0
年
）
「
は

ぎ
わ
ら
か
ね
よ
り
」
項
。

(16)

「

r」
Jj
治
一
一
生
年
．．
 
一
月
ト
ニ
日
条
、
五
月
四
日
条
な
ど
。

(17)

「
中
」
万
治
．
；
生
年
|
―
一
月
二
十
二
日
条
。

(18)

「
広
」
寛
文
し
年
六
月
一
＾
十
四

H
・
十
月
十
九
日
・
十
一
月
十
九

日
・
十
二
月
一
日
条
な
ど
3

(19)

山
村
内
匠
助
は
実
名
連
俊
。
初
名
は
伊
左
衛
門
。
の
ち
内
匠
、

外
晶
と
名
乗
る
。
「
御
広
間
雑
記
」
で
は
万
治
三
年
（
一
六
六

0
)
六

月
て
十
五
日
条
ま
で
は
伊
左
衛
門
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
―
-
）
三
月

二
十
三
日
条
か
ら
内
匠
と
記
さ
れ
る
。
外
記
を
名
乗
る
の
は
寛
文
十

•
一
一
年
（
．
六
し
二
十
一
月
十
一
日
以
降
か
。
鍋
島
家
家
臣
山
村
孫

太
夫
光
次
五
男
。
父
山
村
光
次
は
家
康
小
姓
を
務
め
た
あ
と
近
衛
家

ゃ
t
井
利
勝
に
仕
え
、
元
相
年
中
に
物
成
一
五

0
石
で
鍋
島
家
に
召

し
抱
え
ら
れ
る
。
内
匠
助
は
吉
田
家
と
光
茂
の
連
絡
役
を
務
め
、
神

道
伝
授
は
内
匠
助
を
通
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
（
『
葉
隠
聞
書
校
補
』

（
『
佐
賀
県
近
世
史
料
第
八
編
第
一
巻
』
•
佐
賀
県
立
図
書
館
編
・
一
―

0
0
五
年
）
、
『
＂
架
隠
』
（
『
日
本
思
想
体
系

26

三
河
物
語
葉
記
』
．

岩
波
書
店
・
一
九
八
一
年
・
初
版
一
九
七
四
年
）
）
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(20)

幡
鎌
氏

(11)
①
論
文

(21)

中
院
文
書
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
朝
）

(22)

式

H
神
文
は
、
江
戸
幕
府
の
公
式
神
文
と
も
い
う
べ
き
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
文
言
で
あ
る
。
「
梵
天
帝
釈
四
大
天

王
、
惣
日
本
国
中
六
十
餘
州
大
小
神
祇
、
殊
伊
豆
箱
根
両
所
権
現
三

嶋
大
明
神
八
幡
大
菩
薩
、
天
満
大
自
在
犬
神
部
類
脊
属
神
罰
冥
罰
各

可
罷
蒙
者
也
、
伯
起
請
文
如
件
」

(23)

起
請
文
書
式
は
、
近
年
注
目
さ
れ
て
き
た
研
究
途
卜
の
テ
ー
マ

で
、
霊
杜
起
請
文
も
そ
の
定
義
が
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
り
、
い
ま

だ
共
通
認
識
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
筆
者
は
江
戸
時
代
の
霊
社
起
請

文
に
限
定
し
て
、
以
ド
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
①
東
都
お
よ
び

そ
の
周
辺
に
鎮
座
し
、
朝
廷
か
ら
の
祈
廂
・
奉
幣
を
受
け
た
神
社

（
京
都
二
十
二
社
な
ど
）
の
一
部
を
勧
請
す
る
②
現
世
と
来
枇
に
受

け
る
罰
を
記
す
。
（
大
河
内
千
恵
『
近
世
起
請
文
の
研
究
』
一
四
ニ
ー

一
四
：
こ
頁
•
吉
川
弘
文
館
．
―I
O
I
四
年
）
）

(24)

鍋
島
氏
は
戦
国
末
期
以
来
、
他
の
大
名
や
国
人
領
主
と
の
間
で

起
請
文
を
媒
介
と
し
た
結
合
を
繰
り
返
し
、
「
起
請
文
体
制
」
と
も
い

う
べ
き
支
配
体
制
を
と
っ
た
が
、
江
戸
時
代
に
な
り
佐
賀
鍋
島
藩
が

成
立
し
た
後
も
「
起
請
文
体
制
」
の
伝
統
と
慣
習
に
も
と
づ
き
、
家

臣
た
ち
か
ら
盛
ん
に
起
請
文
を
提
出
さ
せ
た
。
（
藤
野
保
氏
編
『
続
佐

賀
藩
の
総
合
研
究
ー
藩
政
改
革
と
明
治
維
新
』
六
七

1

七
0
頁
•
吉

川
弘
文
館
・
一
九
八
じ
年
）
ま
た
、
幕
府
へ
の
起
請
文
提
出
に
も
細

心
の
注
意
を
払
い
、
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
徳
川
将
軍
の
代
替
り
時
在

国
中
で
あ
っ
て
も
国
元
か
ら
取
敢
え
ず
「
仮
誓
詞
」
と
い
う
名
目
で

老
中
宛
に
代
替
り
誓
祠
を
送
り
、
の
ち
上
京
し
た
際
本
誓
詞
に
取
り

換
え
る
な
ど
、
他
大
名
に
は
見
ら
れ
な
い
行
動
を
と
っ
て
い
る
。
（
大

河
内
「
近
世
起
請
文
の
研
究
』
）

(25)

大
河
内
『
近
世
起
請
文
の
研
究
』
第
I
部
第
二
章
参
照
。

(26)

細
川
家
・
島
津
家
な
ど
西
国
大
名
家
で
は
霊
社
起
請
文
神
文
が

常
用
さ
れ
た
。
（
大
河
内
『
近
世
起
請
文
の
研
究
』
第
II
部
第
一
章
）

(27)

大
河
内
『
近
世
起
請
文
の
研
究
』
第
I
部
第
二
章
）

(28)

『
同
史
大
辞
典
第
十
三
巻
』
「
ま
つ
お
か
ち
ゅ
う
り
ょ
う
」
項
、

吉
崎
久
氏
「
松
岡
忠
良
の
門
人
簿
ー
京
都
大
学
蔵
『
渾
成
堂
門
人
名

簿
』
」
（
『
神
道
史
研
究
』
第
二
十
一
巻
第
六
号
・
一
九
七
二
年
）
。

(29)

『
桜
町
天
皇
実
録
第
二
巻
』
（
藤
井
譲
治
・
吉
岡
慎
之
氏
組
・
ゆ

ま
に
書
房
・
―

1
0
0
六
年
）

(30)

『
神
道
大
系
論
況
編
ト
―
一
畢
加
神
道
（
上
）
』
（
財
団
法
人
神
道

大
系
絹
纂
会
・
一
九
八
四
年
）
・
『
書
の
日
本
史
第
六
巻
』
（
平
凡

社
・
一
九
七
五
年
）

(31)

『
古
事
類
苑
人
部
一
一
十
四
』
（
神
宮
司
庁
編
・
古
事
類
苑
刊
行
会
）

(32)

「
基
量
卿
記
」
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
謄
写
本
）

(33)

表
章
氏
「
肥
後
中
村
家
能
楽
関
係
文
書
に
つ
い
て
」
（
「
法
政
大

学
文
学
部
紀
要
昭
和
四
十
五
年
第
十
六
号
』
一
九
六
九
年
）

(34)

表
氏

(33)
論
文
に
よ
れ
ば
、
中
村
庄
右
衛
門
正
智
は
、
元
禄
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六
年
（
一
六
九
三
）
に
設
立
さ
れ
た
中
村
家
分
家
初
代
。
本
家
嗣
子

少
兵
衛
が
若
年
な
た
め
芸
事
を
管
理
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
正
徳

ニ
・
三
年
頃
か
ら
代
わ
っ
て
正
智
が
能
芸
を
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

(35)

十
二
月
廿
―
―
一
日
付
萩
原
兼
従
書
状
・
一
一
月
晦
日
付
萩
原
兼
従
書

状
（
『
実
相
院
文
書
四
』
『
実
相
院
文
書
六
』
・
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

架
蔵
写
真
瞭
）

(36)

山
口
和
夫
氏
「
近
枇
の
家
職
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
第
14
巻』

―
―
ム
一
五
頁
・
岩
波
書
店
・
一
九
九
五
年
）

(37)

「
基
量
卿
記
」
五
月
六
日
条
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
謄
写

本）
(38)

「
基
量
卿
記
」
五
月
九
日
条
な
ど
（
東
京
大
学
史
料
編
簾
所
架
蔵

謄
写
本
）

(39)

こ
の
件
に
つ
い
て
は
別
稿
で
述
べ
る
予
定
で
あ
る
が
、
血
量
が

少
な
い
血
判
が
好
ま
れ
て
い
く
こ
と
を
表
す
事
例
の
一
っ
に
、
血
判

の
血
を
つ
け
る
位
置
が
花
押
の
丸
の
中
、
と
定
ま
っ
て
い
く
こ
と
を

あ
げ
た
い
。
花
押
の
丸
の
中
に
血
判
を
収
め
る
に
は
、
付
け
る
血
は

ご
く
少
量
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
ご
く
少
量
の

血
で
血
判
を
据
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
血
判
の
血
を
つ
け
る
位
置

が
定
ま
っ
て
い
く
経
過
に
つ
い
て
は
大
河
内
『
近
世
起
請
文
の
研

究
』
第
I
部
第
二
章
参
照
。

(40)

村
で
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
延
享
五
年
ニ
ヒ
四
八
）
四
月
二

十
一
日
、
陸
奥
国
白
河
郡
栃
本
村
で
作
成
さ
れ
た
村
の
申
し
合
わ
せ

事
項
に
関
す
る
血
判
起
請
文
に
は
「
神
職
二
付
相
除
」
と
注
記
さ
れ

た
署
名
が
あ
り
、
血
判
は
据
え
ら
れ
て
い
な
い
。
（
国
文
学
研
究
資
料

館
所
蔵
根
本
家
文
書
九
五
一
号
）

(41)

表
氏

(33)
論
文

(42)

光
茂
の
代
理
と
し
て
伝
授
を
受
け
る
家
臣
山
村
外
記
（
伊
左
衛

門
。
内
匠
と
も
称
し
た
）
は
寛
文
九
年
じ
月
九
日
中
臣
祓
を
聴
聞
し

て
お
り
、
そ
の
後
光
茂
使
者
が
占
田
家
を
訪
れ
て
山
村
の
神
道
伝
授

に
対
し
お
礼
を
迩
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
伝
授
を
受
け
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
「
広
」
）

(43)

元
禄
一
1

年
（
一
六
九

0
)
―
一
月
ニ
ト
一

H
(
「
基
贔
卿
記
」
東

京
大
学
史
料
絹
纂
所
架
蔵
謄
写
本
）

(44)

佐
藤
進
一
氏
は
『
古
文
書
学
人
門
』
（
法
政
大
学
出
版
局
・
一
九

じ
八
年
・
一
九
し
一
年
初
版
）
一
＾
ご
〇
＼
一
三
二
頁
で
、
寺
院
制

式
・
制
誡
の
う
ち
、
「
明
竪
」
「
照
略
」
文
言
を
使
用
し
た
事
例
と
、

「
罰
を
蒙
る
」
文
言
を
使
用
し
た
事
例
に
注
目
し
、
発
生
の
経
過
や
強

制
力
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
近
年
で
は
千
々
租
到
氏
が

「
照
覧
」
文
言
使
用
の
起
請
文
神
文
を
「
照
覧
刑
上
起
請
文
」
と
仮
称
し

た
う
え
で
、
「
罰
を
蒙
る
」
文
言
使
用
の
神
文
と
区
別
す
る
こ
と
を
提

唱
さ
れ
て
い
る
。

(45)

占
崎
久
氏

(28)
論
文
一
子
一
九
頁
。


